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平成３０年塩尻市議会３月定例会 

産業建設委員会会議録 
 

○日  時 平成３０年３月１３日（火） 午前１０時 

○場  所 全員協議会室 

○審査事項 

議案第２９号 平成３０年度塩尻市水道事業会計予算 

議案第３０号 平成３０年度塩尻市下水道事業会計予算 

議案第３１号 平成３０年度塩尻市農業集落排水事業会計予算 

議案第３２号 平成２９年度塩尻市一般会計補正予算（第９号）中 歳出４款衛生費中１項保健衛生費６目環

境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１項労

働諸費２目ふれあいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１

１款災害復旧費 

議案第３７号 平成２９年度塩尻市水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第３８号 平成２９年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第３９号 平成２９年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

○出席委員・議員 

       委員長   金子  勝寿 君     副委員長   中野  重則 君 

        委員   柴田   博 君       委員   丸山  寿子 君 

        委員   永井  泰仁 君       委員   篠原  敏宏 君 

        議長   金田  興一 君 

○欠席委員 

       なし 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 

       省略 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

     議会事務局長   竹村  伸一 君    議会事務局次長  横山  文明 君 

     庶務係主事    二木  義文 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前 ９時５５分 開会 

〇委員長 おはようございます。定刻より５分ほど早いですが、全員おそろいですので、昨日に引き続き委員会
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審査を進めます。 

○まちづくり推進課長 済みません。冒頭で大変申しわけございませんけども、昨日永井委員の平田駅の駐車料

金の関係、未回答の部分がありましたので、お答えさせていただきます。駐車料金ですけれども、一日２００円

という形でなっております。また、塩尻のように３０分無料というようなシステムは平田はございませんので、

そういうことでよろしくお願いします。 

○委員長 永井委員、よろしいですか。 

○農業振興係長 済みません。冒頭より失礼いたします。先日篠原委員及び柴田委員より、予算説明資料におけ

ます農政課の説明資料に対する御意見をいただいたところでございます。 

農政課におきまして、平成３０年度計画している主要事業の予算をまとめさせていただいておりますので、よ

ろしくお願いをいたします。左端のほうから、対策の区分、事業名、その内容、各予算案を明記してございます。

全部で４ページございまして、１ページから３ページ目までが農業振興等に伴うソフト事業。また、４ページ目

が農業基盤整備等のハード系となっているところでございます。 

また、先日篠原委員よりぶどうの郷づくり等の推進事業の事業内容について御意見をいただいております。 

３ページ目の一番上にありますぶどうの郷づくり等推進事業について、内容を若干説明させていただきたいと

思います。まず、ぶどうの郷づくり等推進事業でございますが、果樹農家の生産意欲の向上と果樹産地としての

維持発展を目指し、本市の特産である果樹の振興を図るとともに、本市ブランドの中核を担っているワインの原

料になる醸造用ブドウの生産振興を図る事業でございます。主に３つ黒ポツがありますけども、まず一番上の黒

ポツ、果樹園整備促進事業補助金でございます。このうちの中に３つの補助事業がございます。まず１つ目の果

樹棚設置補助金でございます。 

○委員長 赤岩係長、座ってかまいません。 

○農業振興係長 済みません、失礼します。 

 果樹棚設置補助金につきましては、農業者または農業者団体が実施する果樹棚の新設及び更新に要する経費と

して補助を行っております。ブドウにつきましては、補助率、新設の場合３分の２以内、更新の場合２分の１以

内、ブドウ以外の果樹につきましては、補助率、新設の場合が３分の１以内、更新の場合が４分の１以内となっ

ております。限度額につきましては、個人農家１５０万円、農業団体につきましては５０万円とさせていただい

ております。 

 ２番目でございますが、優良果樹苗木導入補助金でございます。こちら補助率２分の１以内で、限度額につき

ましては、個人、団体ともに５０万円となっております。また、果樹共済に加入者に限定をさせていただいてい

るところでございます。 

 続きまして、ぶどう雨よけ設備導入事業補助金でございます。こちらは農業者または農業者団体がブドウの栽

培のために新たに設置する雨よけ設備の導入に要する経費に対して補助を行うものでございます。補助率が３分

の１以内、限度額は個人農家１００万円、農業者団体が５０万円となっております。 

 ２つ目の黒ポツ、果樹共済加入推進事業補助金でございます。果樹農家が経営安定を図るための事業でござい

ます。共済掛金に対する補助金、補助率として２分の１以内を補助しております。 

 ３番目の黒ポツでございますが、食料産業６次産業化交付金でございます。来年度、平成３０年度、片丘地区
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にワイナリー建設を予定しております株式会社レゾンのグループ、株式会社Ｄｏｍａｉｎｅ ＫＯＳＥＩによる

６次産業化事業に取り組み、ワイナリーの建設、設備導入に関する際の交付金でございます。こちら要件で上限

が１億円となっておりまして、１億円を計上させていただいております。なお、こちらにつきましては国の補助

１０分の１０となっております。 

以上でぶどうの郷づくり等推進事業の説明を終了とさせていただきますが、その他の事業につきましても、そ

れぞれ予算案ですとか、事業内容、補助負担割合等を記載させていただいておりますので、御確認をいただけま

すようよろしくお願いをします。私からは以上です。 

○委員長 こちらの説明に関しては。 

○篠原敏宏委員 これだけの資料をつくっていただくとよくわかる。ゆうべつくったんではないっていうのもよ

くわかりましたので、ある資料はぜひこれから出していただいて、スムーズな審議ができるようにぜひよろしく

お願いしたいと思います。ありがとうございました。 

○委員長 ほかの委員から。 

○丸山寿子委員 済みません。今ブドウの説明の下のところに畜産のことでありますけれども、ちょっと市内の

飲食店の方からちょっとこの間言われて、お肉を買っている先の方に確認したら、塩尻産の豚肉だということが

わかったので、メニューにその旨書いて出すようになったっていう、もっとどこのお肉とかどこの豚とかがわか

ったり、あるいは信州だったり塩尻だったりってことが明確であれば売りになるんではないかという、その辺ど

のようにお考えか、今後ちょっと研究していただけたらと思うんですけど、どうでしょうか。 

○農政課長 ただいま御提言ございましたように、販売の現場でありますスーパーのほうからも産地名は限定す

れば限定するほど消費者に対する訴求力が高まるというようなことを聞いております。塩尻市にはたくさんの農

産物がございます。畜産も生産額から見れば、上から３位というような状況になっております。そういった農産

物のＰＲをこれから極力できるような体制を関係課とともに連携しながら図りたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

 それでは、次に進みたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２９号 平成３０年度塩尻市水道事業会計予算 

○委員長 議案第２９号平成３０年度塩尻市水道事業会計予算を議題といたします。説明を求めます。 

○経営管理課長 それでは別冊になります。 

○委員長 着座でかまいません。 

○経営管理課長 着座で失礼させていただきます。平成３０年度の塩尻市水道事業会計、下水道事業会計、農業

集落排水事業会計の予算書にあわせて、別冊の説明資料をお願いいたします。 

それでは、予算書の１ページをお開きください。議案第２９号平成３０年度塩尻市水道事業会計予算でござい

ます。まず、第２条の業務の予定量でございますが、給水件数は３万５，１００件。年間総給水量は前年に比べ

１２万７，０００立方メートル増の７１８万９，０００立方メートル。一日平均給水量は１万９，６９６立方メ

ートル。主要な建設改良事業につきましては、配水施設整備事業１億５，２７０万円などを、３事業を予定して
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ございます。 

次に、第３条の収益的収入及び支出の予算額につきましては、収入では、水道事業収益を前年度に比べ６，０

８２万８，０００円、率にして３．３％増の１９億１，２１４万２，０００円を、支出では、水道事業費用を前

年に比べ１億４，２８２万７，０００円、率にして８．８％増の１７億７，２６３万１，０００円を計上するも

のでございます。 

次に、第４条の資本的収入及び支出の予算につきましては、ページをめくっていただきまして２ページになり

ます。収入では、資本的収入を前年度と比べ１１億２，０６３万７，０００円、率にして８３．６％減の２億１，

９５７万８，０００円を、支出では、資本的支出を前年と比べ１２億９，２６０万５，０００円、率にして６０．

５％減の８億４，２３６万７，０００円を計上するものでございます。 

それではページを戻っていただきまして、第４条の本文中の括弧内に記載してございます資本的収入額が資本

的支出に対して不足する額に対する補てん財源の内訳でございますが、資本的収入額が資本的支出に対して不足

する額６億２，２７８万９，０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，３１７万円と、

過年度分損益勘定留保資金１億４，４３７万４，０００円、当年度分損益勘定留保資金４億５，５２４万５，０

００円で補てんをするものでございます。 

 続きまして、次のページお願いします。第５条の起債につきましては、配水施設整備事業や基幹施設耐震化推

進事業などの建設改良費の財源として借り入れる企業債で、その目的限度額、起債の方法などを定めるもので、

上水道事業を目的として、その限度額を１億７００万円と定めるものでございます。 

 次に、第６条の一時借入金につきましては、収支の時期の違いなどにより、一時的な資金不足を補う短期的な

借り入れをするため、その限度額を昨年度同様の２億円と定めるものでございます。 

 次に、７条の予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、各項に計上した経費に係る予定額が過不足

が生じた場合に同一款内で流用ができることを定めるものでございます。 

 第８条の議会の議決を経なければ流用できない経費として、職員給与費を１億４，５０４万７，０００円とす

るものでございます 

 次に、３ページをお願いいたします。第９条他会計からの補助金につきましては、（１）消火栓用水一般会計の

６２０万円のほか、次の信州塩尻農業公園送水管布設工事などに係る企業債、元利償還金に関する一般会計から

の補助を受ける金額、合計で１，４６７万３，０００円を定めるものでございます。 

 次に、第１０条棚卸資産購入限度額につきましては、メーター購入などに係る棚卸資産１，１６７万円を定め

るものでございます。 

 次に、１１条重要な資産の処分につきましては、吉田配水施設整備に係る用地、流量計室、電気施設などの固

定資産１億６，０１７万３，０００円を長野県へ無償譲渡するもののうち、２，０００万円以上の不動産を重要

な資産として記載の資産の処分を予算に定めるものでございます。 

 続きまして、２５ページをお願いします。収益的収入及び支出の３条予算でございます。主なものについて説

明させていただきます。 

初めに収入でございます。１１款水道事業収益１項営業収益１目給水収益の１４億６，７６６万８，０００円

につきましては、水道料金と松本市分水協定による水道料金の収入で、前年度に比べ３，０３４万７，０００円、
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２．１％の増となっております。この増な主なものにつきましては、セイコーエプソン広丘事業所の拡張による

給水計画で、３０年度から３２年度までに段階的に給水量の増加が見込まれることなどによるものでございます。 

 次に、３目その他営業収益３節他会計負担金の７，８９１万２，０００円につきましては、使用料徴収経費の

負担金で、下水道事業、農業集落排水事業からそれぞれ７，２０３万３，０００円と６８７万９，０００円を負

担いただくものでございます。 

 次に、その下の４節施設負担金の２，００７万９，０００円につきましては、給水装置の新設や改造に伴う新

規加入、口径変更に係る施設負担金でございます。 

 次に、２６ページをお願いします。営業外収益３目資本費繰入収入の５０５万１，０００円につきましては、

市の施設として行った事業に係る借入金の元金償還金を一般会計から繰り入れていただくものでございます。 

 次に、その下の４目補助金の１，８４３万４，０００円につきましては、公共の消火栓用水に係る費用と企業

債の利子償還などに係る一般会計からの繰入金でございます。なお、前年度より５８０万３，０００円減額とな

っていますが、この主なものは一般会計の地方交付税の対象となっている楢川分に係る繰入分の減額で、その対

象となる基準額が下回ったために減額となったものでございます。 

 その下の６目長期前受金戻入の２億８７４万円につきましては、過去において、建設工事に伴い、その財源と

して交付された補助金負担金について、減価償却の見合い分を順次償却しているものでございまして、伝票上で

振替処理を行うもので、実際の現金収入は伴わないものでございます。 

 次に２７ページをお願いします。３目その他特別収益の１億１９５万１，０００円につきましては、先ほど説

明させていただきました吉田地区配水施設に係る県への無償譲渡に係るもので、無償譲渡資産に見合う特別工事

負担金の長期前受金戻入分を特別利益として予算計上するものでございます。私からは以上です。 

○浄水担当課長 引き続きまして、予算書２８ページをごらんください。２８ページからは３条予算、収益的収

入及び支出の支出の部となります。 

２１款水道事業費用１項営業費用１目原水及び浄水費４億３，０７６万３，０００円でございますが、水道の

原水の取水から浄水、送水、配水等の施設の稼働と維持管理などに係る費用となります。事業費は、前年度対比

で２６８万１，０００円の増額となっております。 

費用の主なものについて御説明をいたします。明細欄の一番下の２０節委託料３，５８１万８，０００円でご

ざいますが、附記欄１つ目の黒ポツ、水質検査委託料１，９２７万１，０００円は、水道法に基づく原水１３カ

所、浄水１５カ所の水質検査委託料でございます。 

ページをめくって、２９ページをお願いいたします。委託料、最後の黒ポツになりますが、浄水施設管理検討

業務委託料３２０万円でございますが、浄水施設の運転維持管理を民間委託化するために、委託仕様の基本検討

を行うものでございます。 

２３節になります。２３節修繕費２，０５０万円につきましては、各浄水場と各配水池、ポンプ機場等の修繕

整備を行うものでございまして、附記欄の一番下、その他施設修繕費１，０７０万円では、高出地区に設置され

ております減圧弁の修繕を初めとし、経年劣化により不具合となっている機器、装置等の修繕及び改修を行うも

のでございます。 

その下２８節動力費４，２４５万８，０００円は、床尾浄水場を初めとする各浄水施設、各配水池、各送水ポ
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ンプ機場の稼働に係る電気料でございまして、新規ポンプ機場の増設等もあり、前年度対比としまして２２０万

円ほどの増となっております。 

一番下の３８節受水費では、長野県企業局、松塩水道用水から１日当たり１万６，５００立米、取水単価１立

米当たり４７．９６円で受水する受水費と、崖の湯など松本市との分水協定により受水する受水費で、合わせま

して２億８，９８２万５，０００円を計上したものでございます。私からは以上でございます。 

○上水道課長 着座で失礼させていただきます。 

 ３０ページ、２目配水及び給水費をお願いいたします。２０節の委託料でございますけれども、１，７２３万

円。附記の２番目の黒ポツ、マッピング管理台帳補正委託料２８２万５，０００円でございますけれども、これ

につきましては、平成２９年度施工分の配水管改良等のマッピングシステムへのデータの反映をするための修正

委託料でございます。 

 下から１つ上のマッピングシステムリプレイス委託料５１０万９，０００円につきましては、平成２５年度に

導入いたしましたシステムの保守期間完了に伴いまして、ＧＩＳサーバー等の入れかえを行うものです。 

 ２つ下がりまして、２３節修繕費をお願いいたします。２，８４６万円でございますけれども、給排水管修繕

費２，８１６万円が主なものでございます。なお、鉛管給水管改修事業につきましては２９年度で事業完了を予

定しております。私からは以上です。 

○経営管理課長 続きまして、３１ページをお願いします。４目業務費の一番下の２０節委託料の１億６，１３

１万４，０００円の主なものについて、明細の附記欄の１つ目の黒ポツ、水道料金等徴収委託料の１億９２３万

８，０００円につきましては、昨年４月１日から塩尻市水道事業協同組合に民間委託している水道の開閉栓など、

受付業務から毎月のメーター検針、料金の賦課徴収までの業務を委託をしているものでございます。 

 続きまして、次のページになります。２つ目の黒ポツ、満期メーター取替委託料の２，７４５万４，０００円

につきましては、計量法による水道メーターの使用期間が８年と定められており、該当する約５，４００個の取

りかえを予定するものでございます。 

 次に、その２つ下の黒ポツ、上下水道料金システム等更新委託料の２，１９０万円につきましては、平成２４

年度に導入した料金システムが５年半を経過し、更新時期を迎えたことによる料金システム等の更新を行うもの

でございます。 

 続きまして、その下の２１節手数料の７４１万８，０００円につきましては、水道料金の収納に係る金融機関

とコンビニの収納事務取扱手数料でございます。 

 次に、その２段下の３０節材料費の１，０１０万３，０００円につきましては、先ほど説明した計量法による

メーター交換に係る平成３１年度に取りかえ予定をしております約３，５００個のメーターの購入費でございま

す。 

 続きまして、３４ページをお願いします。６目減価償却費の６億９，６６１万１，０００円につきましては、

３０年度に予定の有形固定資産の減価償却費を計上したものでございます。 

 その下の７目資産減耗費の１，００７万１，０００円につきましては、３０年度に予定の建設改良工事に伴い

不要となる施設等資産の除却などでございます。 

 続きまして、その下の２目営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費１節企業債利息の１億７４９万９，０
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００円につきましては、３０年度に支払い予定の企業債の利息の支払いでございます。 

 次に、３５ページをお願いいたします。２目消費税の４，６７０万１，０００円につきましては、３０年度の

消費税の納付予定税額を計上したものでございます。 

 次に、一番下の３目特別損失１０目その他特別損失の１億６，０１７万３，０００円につきましては、先に説

明した吉田地区配水施設に係る県への無償譲渡に係る固定資産を譲渡損として予算計上するものでございます。 

 続きまして、３６ページをお願いします。資本的収入及び支出の４条予算でございます。３１款資本的収入１

目企業債の１億７００万円につきましては、配水施設整備事業など、３０年度の建設改良費の財源として借り入

れを予定している企業債でございます。前年度より１１億７，７００万円減となっているのは、吉田地区配水施

設事業に係る２９年度当初予算の借入予定額との差によるものでございます。 

 次に、３項負担金１目他会計負担金の１，７４９万２，０００円につきましては、消火栓９基分の新規、更新

工事に係る一般会計からの工事負担金でございます。 

 次に、その下の２目建設工事負担金の６，９６８万４，０００円につきましては、下水道事業関連の配水管布

設工事、塩尻駅北土地区画整理事業に伴う配水管布設工事負担金と吉田地区配水施設整備事業に係るセイコーエ

プソン広丘事業所拡張に伴う３０年度の舗装復旧工事などに係る特別工事負担金でございます。 

 その下の４目補助金１目他会計補助金の２，５４０万１，０００円につきましては、総務省繰出基準による旧

楢川灌水事業に係る企業債元金償還金分で、一般会計から繰り入れるものでございます。私からは以上です。 

○上水道課長 続きまして、３７ページをお願いいたします。また、主な事業につきましては、予算説明資料

の３ページをごらんいただきたいと思います。 

それでは、予算書に戻りまして説明させていただきます。資本的収入及び支出の支出でございますけれども、

４条予算の支出となります。 

４１款資本的支出１項建設改良費２目配水施設費２６節の工事請負費をお願いいたします。総額２億６００万

円でございますけれども、附記の欄、配水施設整備事業につきましては、４工区、口径１００ミリから２００ミ

リの管、配水管になりますけども、９７０メートル、１億４２０万円を予定するものでございます。 

続きまして、東山水系水道システム再構築事業につきましては、配水管布設工事といたしまして、合計１５０

ミリの管４８０メートル、２，４００万円を予算計上をお願いするものでございます。 

続きまして、吉田地区配水施設整備事業につきましては、平成２９年度に施工いたしました送配水管の布設工

事の舗装本復旧工事といたしまして３，０００万円を予定するものでございます。 

続きまして、基幹施設耐震化推進事業につきましては、吉田地区コミュニティセンターへ通じます口径１５０

ミリの管４００メートルの敷設工事といたしまして４，５８０万円をお願いするものです。 

続きまして３８ページ、３目浄水施設費をお願いいたします。２０節委託料５００万円につきましては、基幹

施設耐震化推進事業といたしまして床尾浄水場管理棟の耐震補強設計を行うものです。 

続きまして、２６節工事請負費５，２８０万円でございますけれども、主な工事といたしまして浄水施設整備

事業、床尾浄水場のろ過池の電動弁及び自動制御装置等高圧受電設備の更新を行うものでございます。 

続きまして、３９ページをお願いいたします。４目受託建設費になります。２６節工事請負費でございますけ

ども、消火栓の新設、更新工事につきまして、消防防災課からの委託に伴います更新、新設ということで、９基
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１，６４２万７，０００円を予定しております。 

その下の配水施設整備事業につきましては、下水道事業及び塩尻駅北土地区画整理事業関連の配水管布設工事

となります。私からは以上です。 

○経営管理課長 続きまして、６目固定資産購入費２節工事金及び備品購入費の１，１８８万２，０００円につ

きましては、上下水道料金システムの更新業務に係るサーバー機器、増設機器、検針用のハンディターミナル２

２台などのハードウェアとそのほか水質測定器１台、それからパソコン４台の購入などに係るものでございます。 

 次に４０ページをお願いします。２項企業債償還金１目企業債償還金の３億６，９８４万１，０００円につき

ましては、建設改良工事の財源として借り入れた企業債元金償還金でございます。 

 続きまして、ページ戻りまして９ページをお願いします。塩尻市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書にな

ります。この予定計算書は１年間の資金の収支状況の流れをあらわすもので、税抜きで記載してございます。 １

の業務活動、２の投資活動、３の財務活動による３０年度の１年間の資金の増減につきまして、一番下から３行

目の資金増加額になりますが、４億６，６５７万１，０００円が増加する予定でございます。これに、その下の

３０年度当初の予定残額である資金期首残高２億９，１３２万８，０００円を加えますと、３０年度期末の資金

残高は一番下の金額ですが、７億５，７８９万９，０００円を予定するものでございます。 

 続きまして、１０ページから１３ページは給与費明細書となります。 

 次に、１４、１５ページは債務負担行為に関する調書となります。 

 次に、１６ページをお願いします。水道事業予定損益計算書になります。１年間の経営状況をあらわすもので、

税抜きで記載してございます。営業収益１４億６，０８０万９，０００円から２の営業費用１４億５３４万３，

０００円を引いた営業利益は中ほどの右の金額になりますが、５，５４６万６，０００円で、この営業利益に３

の営業外収益２億３，３１１万７，０００円を加え、４の営業外費用１億１，３６５万１，０００円を引いた経

常利益は中ほどの右の金額１億７，４９３万２，０００円となります。この経常利益に５の特別利益１億１９５

万３，０００円を加え、６の特別損失１億６，０５４万４，０００円を引いた当年度純利益は、下から４行目の

金額１億１，６３４万１，０００円となります。この当年度純利益に、その下の前年度繰越利益剰余金２億４，

１６６万２，０００円を加えた当年度末処理分利益剰余金は、一番下の３億５，８００万３，０００円を予定し

ているものでございます。 

 続きまして、１７，１８ページをお願いします。水道事業予定貸借対照表になります。１年間の財政状況をあ

らわすもので、税抜きで記載してございます。１７ページの資産の部につきましては、１の固定資産の合計で、

中ほどの右の金額１５５億２，４７１万７，０００円と２の流動資産の合計８億１，７０５万６，０００円の合

計で、一番下の資産合計は１６３億４，１７７万３，０００円を予定しております。 

 次に、１８ページのほうになりますが、負債の部につきましては、４の固定負債の合計、右の金額４９億９，

２０９万１，０００円と５の流動負債の合計５億２，４９１万８，０００円と６の繰延収益の合計４１億５，５

８４万３，０００円を合計した、下から２行目の９６億１６６万２，０００円が負債合計となっております。 

 その下の資本の部につきましては、７の資本金の合計４５億８，２６０万１，０００円と８の剰余金の合計２

１億５，７５１万円を合わせた、その下の６７億４，０１１万１，０００円が資本合計となり、一番下の負債資

本合計は資産合計と同額の１６３億４，１７７万３，０００円を予定しております。説明は以上でございます。
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どうぞ御審議よろしくお願いします。 

○委員長 それでは、委員より御意見、御質問ございますか。 

○柴田博委員 ３２ページの上のほうの手数料のところですけれども、金融機関への手数料の支払いとコンビニ

と両方書いてあるわけですけど、これ金額だけじゃなくて件数でいったらどれぐらいの数になるかお願いします。 

○経営管理課長 大体平均の件数でお願いしたいと思いますが、銀行は一月２万４，０００件掛ける１２カ月分

になりますし、窓口で支払いが２，４００件の１２カ月分、それからコンビニにつきましては、５，０００件の

１２カ月分と、この計算になります。 

○柴田博委員 済みません。初めのところ、金融機関のところ、もう一度お願いします。 

○経営管理課長 金融機関は２４，０００件。 

○柴田博委員 ２４，０００件ね。 

○経営管理課長 掛ける１２カ月。 

○柴田博委員 わかりました。済みません。思ったよりコンビニのほうが少ないということですか。これはだん

だんコンビニのほうがふえてきているという傾向あるわけですか。 

○経営管理課長 大体１６％くらいの関係で、コンビニについては年次ふえております。その分窓口のほうが減

っているという形でございます。 

○柴田博委員 ついでに、口座引き落としであんまり手間がかからない部分っていうのはどれぐらいあるわけで

すか。 

○経営管理課長 手間のかからないっていうのは。 

○柴田博委員 口座引き落としの件数。 

○経営管理課長 件数ですか。それが済みません、銀行の２４，０００件っていうのが、これ口座振替でござい

ます。 

○経営管理課長 はい、そういうことかと。とりあえず。 

○委員長 いいですか。 

○永井泰仁委員 ３ページの重要な資産の処分ということで、県の企業局のほうへ松塩用水の分岐から配水池に

入るまでの受水の関係、これ譲与寄附記載ということになると思うんですが、これは県のほうへ譲与する場合に

はどんな書類っていうか、どういう手続きで県のほうへ譲与をするわけですか。 

○上水道課長 係長のほうから御答弁申し上げます。 

○工務係長 上水道課工務係の南山です、よろしくお願いいたします。寄附の手続きですけれども、工事の竣工

が３月末にありまして、まず県の松塩水道用水管理事務所から完了検査をしていただきまして、完了検査合格を

寄附記載の届けを出させていただきます。その後、土地と施設両方手続きをさせていただきまして、土地につき

ましては、県の企業局さんのほうで登記をしていただくというような段取りとなっております。以上です。 

○永井泰仁委員 先ほど金額的には固定資産の減額の１億６，０００万円ぐらいになるという、そういうことで

したかね。この建物から構築物まで、この３ページに載ってるけども、さっきの固定資産のほうですね、減額の

ほうは確か。だで、この中身はそういう金額になる。 

○上水道課長 これも係長から答弁申し上げます。 



10 

 

○工務係長 金額につきましては、今工事が８０％出来高が出ておりまして、今後精査はございますけども、今

の金額に近い形での金額になると思います。以上です。 

○永井泰仁委員 そうすると、３５ページの１億６，０１７万３，０００円の固定資産の減損というのが大体ほ

ぼその金額に匹敵するという、そういうことでよろしいですか。おおむね。その検査とかいろいろあるが。 

○経営管理課長 そのとおりでございます。この特別損失の中で、これ寄附無償譲与する分の金額になります。 

○委員長 永井委員、よろしいですか。 

○永井泰仁委員 せっかくなのでもう１つ。２６ページの収入のほうの、三才山沢水源の原水販売収益７７万１，

０００円が載ってますが、これ大体例年同じくらいの収益が入ってきているという、そういうことですか。これ

なんか定額で契約してあるか、あるいは使用量で契約してあるのか。 

○上水道課長 三才山沢につきましては、定額ということで、使用量で１２１円に消費税を掛けた単価となって

おります。それで、使用量につきましては例年このぐらいを予定しておりますけれども、昨年度の事業で三才山

沢の井戸のほうを新しく設置をさせていただきました。機器の更新等も１１月から本格的に稼働されているとい

うことで、実際としますと、もう少し金額的にはふえてくるというふうに見込んでおります。 

○永井泰仁委員 そうすると、この水の販売はいっときなんか販売するほうが、生協のほうだかどこかと契約し

たとか会社のどうとかっていうが、これの原水そのものの販売のほうはまあまあ順調に伸びているってことです

か。変化があまりなくて。 

○上水道課長 先ほども申し上げましたけども、１１月末から本格的な稼働に入ってるということで、今フル操

業しているような状況となっております。 

○永井泰仁委員 はい、いいです。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

○篠原敏宏委員 済みません。耐震化について、ちょっとおたずねをいたします。３ページに事業計画の詳細が

載っておりますが、この中の建物はわかりますが、管路の耐震化っていうのは具体的には何をどういうふうに変

えるというのが耐震化になりますか。 

○上水道課長 例えばですけれども、昔入れてあります塩ビ管、こういったものにつきましては耐用年数が過ぎ

たりですね、あと衝撃に弱いと。また、接続部で抜けやすいというような部分がございますので、例えばですけ

ど、ダクタイル鋳鉄管、また、口径によりましては水道用のポリエチレン管、そういった特に耐震の部分では、

接続部が抜けてしまうというようなことがございますので、そういったものの更新を行っております。 

○篠原敏宏委員 それは使用管路っていうのは箇所とやり方っていうは、もうすべて把握してのこれは３７年度

までの計画と。逆に言うと３７年度過ぎれば、この耐震化は想定どおり済むという理解でよろしいでしょうか。 

○上水道課長 ここに記載しておりますのは吉田地区の部分ということで、耐震化につきましては約４０％って

ことになっておりますので、全部を更新していくにはまだまだ相当の年月がかかるということでございますので。 

○篠原敏宏委員 そういうことですか。はい、わかりました。 

○委員長 よろしいですか。ほかに委員よりございませんか。 

○永井泰仁委員 ３９ページに車両購入費が３８８万購入されてますが、これは古いのと入れかえるのか新規に

給水車じゃないよね、どういう車を購入する予定か説明してください。 
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○浄水担当課長 今水源管理、今施設管理に回っております赤い回転灯のつきました緊急車両でございます。１

２年経過しまして、走行距離が１５万５，５００キロでございます。オーバーしておりますので、ここで入れか

えをするものでございます。 

○永井泰仁委員 はい、いいです。 

○委員長 よろしいですか。 

○柴田博委員 ３０ページの一番下の修繕費のところの給排水管の修繕ですけれども、先ほどの説明で鉛管につ

いては２９年度で終了したっていうことですけど、３０年については、どんな部分を修繕するわけですか。 

○上水道課長 修繕でありますので、例えば漏水と、緊急対応という形になりますので、予定している箇所とい

うことではございません。 

○柴田博委員 例えば今年度で言えば、こうやって予定していて、実際に予定金額ぐらいの工事は発生するとい

うことですか、大体。 

○上水道課長 予算的には計上させていただくと大体としておりますけれども、大体これぐらいを見込んでおり

ます。 

○柴田博委員 はい、いいです。 

○委員長 いいですか。ほかに。よろしいでしょうか。 

ないので、自由討議を割愛して討議を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第２９号については、原案のとおり認めることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２９号については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。次に進

みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第３０号 平成３０年塩尻市下水道事業会計予算 

○委員長 議案第３０号平成３０年度塩尻市下水道事業会計予算についてを議題といたします。説明を求めます。 

○経営管理課長 それでは、着座で失礼させていただきます。 

予算書の４１ページをお開きください。議案第３０号平成３０年度塩尻市下水道事業会計予算でございます。 

第２条の業務の予定量でございますが、配水件数は２万５，１００件、年間配水量は前年度に比べ９４立方メ

ートル増の７６７万９，０００立方メートル、１日平均給水量は２万１，０３８立方メートル、主要な建設改良

事業費は処理場施設や管路施設の耐震化に係る下水道施設耐震化推進事業１億７，６１０万円など記載の４事業

を予定してございます。 

次に、第３条の収益的収入及び支出の予定額につきましては、収入では、下水道事業収益を前年度に比べ１６

０万３，０００円、率にして０．１％増の２７億７，２２７万９，０００円を、支出は、下水道事業費用を前年

度に比べ２，５６４万４，０００円、率にして１．０％増の２６億８，５６８万円を計上するものでございます。 

 次に、第４条の資本的収入及び支出の予定額につきましては、ページをめくっていただきまして４２ページに
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なります。収入では、資本的収入を前年度と比べ１億１，８３９万４，０００円、率にして９．１％増の１４億

２，２０７万９，０００円を、支出では、資本的支出を前年度と比べ９，３０６万７，０００円、率にして４．

２％増の２３億１，８３６万円を計上するものでございます。 

 ページを戻っていただきまして、第４条の本文中の括弧内に記載してあります不足額に対する補てん財源の内

訳でございますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額８億９，６２８万１，０００円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本収支調整額２，６９８万４，０００円と過年度分損益勘定留保資金２億８，０４７

万円、当年度分損益勘定留保資金５億８，８８２万７，０００円で補てんをするものでございます。 

 続きまして、次のページお願いいたします。第５条企業債につきましては、下水道施設耐震化推進事業や公共

下水汚水管路整備事業など建設改良費の財源として借り入れる企業債と世代間の公平化を図る資本費平準化債で、

その目的限度額記載の方法などを定めるもので、その限度額８億３，０００万円を定めるものでございます。 

 次に、第６条の一時借入金につきましては、収支の時期の違いにより一時的な資金不足を補う短期的な借入金

をするため、その限度額を昨年度同様の２億円を定めるものでございます。 

 第７条の予定収支の各項の経費の金額の流用につきましては、各項に計上した経費に係る予定額が過不足が生

じた場合に同一款内で流用ができることを定めるものでございます。 

 次に、４３ページをお願いします。第８条の議会の議決を経なければ流用できない経費として、職員給与費９，

５２９万４，０００円とするものでございます。 

 次に、第９条棚卸資産購入限度額につきましては、マンホール鉄蓋などに係る棚卸資産の購入限度額を１９４

万９，０００円と定めるものでございます。 

 続きまして、６６ページをお願いします。下水道事業会計予算説明明細書になります。収益的収入及び支出の

３条予算でございます。主なものについて説明させていただきます。 

 １１款下水道事業収益１項営業収益１目下水道使用料の１５億４，２５６万円につきましては、下水道料金の

収入で、前年度に比べ５，５０６万、率にして４．４％増となっております。この主な要因は、セイコーエプソ

ン広丘事業所の拡張による使用水量の増加が見込まれることなどによるものでございます。 

 次に、２目の他会計負担金の４億５，０７６万２，０００円につきましては、総務省の操出基準による一般会

計から負担いただくものでございますが、一般会計の財政状況などにより今年度は７５ページの資本的収入の他

会計負担金３億４，９２３万８，０００円と合わせて８億円となっております。 

 次に、４目のその他営業収益３節雑収益のうち、明細の附記の１つ目の黒ポツ、農業集落排水事業脱水ケーキ

処理委託負担金の４６０万６，０００円につきましては、農業集落排水事業で排出される脱水ケーキの処理を下

水道事業で受け入れる負担金でございます。 

 次に、６７ページをお願いします。２項の営業外収益５目長期満期金戻入の７億７，０７０万４，０００円に

つきましては、過去において建設改良工事に伴い、その財源として交付された補助金、負担金について、減価償

却の見合い分を順次償却しているものでございます。伝票上で振替処理を行うもので、実際の現金収入は伴わな

いものでございます。私からは以上です。 

○水道副事業部長 それでは座ったままで失礼させていただきます。 

 ６８ページをお願いをいたします。予算説明資料は３ページになりますので、よろしくお願いをいたします。 
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 ２１款下水道事業費用１項営業費用のうち１目の環境費になります。この主なものにつきましては、２０節委

託料４，６５１万８，０００円でございますが、一番上の黒ポツ、マンホールポンプ維持管理委託料２，０１９

万６，０００円につきましては、現在公共下水道処理区で１１３カ所、楢川処理区で２６カ所のマンホールポン

プを稼働しております。このマンホールポンプの維持管理に伴う維持管理委託料でございます。 

 次に、２３節の修繕費２，６１９万円でございますが、マンホールポンプ場１３９カ所のうち１４カ所の修繕

とマンホールと管の接合部、汚水管と取付管との接合部から浸入水を防止するための修繕を行うためのものでご

ざいます。 

 次に、２８節の動力費１，２３０万円でございますが、これはマンホールポンプの運転に伴う電気料でござい

ます。 

 ６９ページをお願いをいたします。２目の浄化センター費の２０節委託料でございます。その中の主なもので

ございますが、下から４つ目の黒ポツ、公害測定委託料５５２万５，０００円でございますが、浄化センターが

適切な運転管理や監視を行うために、浄化センターへ流入する汚水や浄化センターから放流する放流水、汚泥等

について測定や検査を行うものでございます。それから一番下の黒ポツ、運転管理委託料１億２，０２０万円で

ございます。これにつきましては、浄化センターでは１年間２４時間体制で運転管理を行っておりますが、その

運転管理に必要な委託料でございます。 

 ７０ページをお願いをいたします。一番上の黒ポツ、脱水ケーキ処理委託料１億３，４７５万円でございます

が、浄化センターで発する脱水汚泥ケーキを現在４業者に委託して、それぞれ分散処分をしております。それに

伴う委託料で、３０年度は５，５００トンを見込んでおります。 

 次に、２３節の修繕費７，０４５万円でございますが、一番下の黒ポツ、施設修繕費６，６２６万円につきま

しては、電気設備、脱臭設備、汚泥処理設備の修繕を行うものでございます。 

 その下の２８節の動力費７，２１６万円でございますが、これは浄化センターで汚水処理を行うための機械の

稼働に要する電気料であります。 

 その下の２９節の薬品費４，７９２万７，０００円でございますが、これは水処理、汚水処理に伴う薬品の購

入で、主な薬品は汚泥脱臭剤、活性炭、高分子凝集剤等の購入費でございます。 

 次に、３目の小野水処理場費２０節の委託料２，３４０万１，０００円でございますが、これは北小野地区の

汚水につきましては、辰野町の小野水処理センターへ処理を委託しておりますが、その汚水処理に伴います辰野

町の委託料でございます。 

 次に、４目の楢川処理場費２０節委託料でございます。その中の主なものにつきましては、上から２つ目の黒

ポツ、汚泥運搬委託料９０７万２，０００円でございますが、楢川処理場から引き抜いた濃縮汚泥を衛生センタ

ーまで運搬するための費用でございます。 

 その下の黒ポツ、運転管理委託料６５７万８，０００円でございますが、処理場の運転は委託をして行ってお

りますが、それに必要な委託料でございます。私からは以上でございます。 

○経営管理課長 次に、７１ページをお願いします。８目の業務費３５節負担金の７，２０３万３，０００円に

つきましては、使用料徴収業務等に係る経費で、水道事業会計へ支払う負担金でございます。なお、負担金は水

洗化人口割合によって算出しておりますけれども、その基準となる前々年度２８年度になりますけれども、その
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水道事業の業務費がお客様センターの開設に伴う費用の増額があったことにより、負担金も増額となるものでご

ざいます。 

 続きまして、７２ページをお願いします。１０目減価償却費の１４億８，３７８万円につきましては、有形固

定資産税及び無形固定資産税の３０年度分の減価償却費でございます。 

 続きまして、７３ページをお願いします。１１目資産減耗費１節固定資産除却費の３，４３８万円につきまし

ては、３０年度に予定の建設改良工事に伴い不要となる施設の除却費用でございます。 

 次に、その下の２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費１節企業債利息の３億６，４６８万３，００

０円につきましては、３０年度に支払い予定の企業債と資本費平準化債の利息の支払いでございます。 

 次に、７４ページをお願いします。資本的収入及び支出の４条予算でございます。３１款資本的収入１項企業

債の８億３，０００万円につきましては、建設改良費の財源として企業債４億８，０００万円と負担の平準化を

図る現金償還金の負担を繰り延べる資本費平準化債３億５，０００万円の借り入れを予定している企業債でござ

います。 

 次に、その下の３項負担金１目他会計負担金の３億４，９２３万８，０００円につきましては、総務省の操出

基準に基づく一般会計からの繰入金でございます。 

 その下の３目受益者負担金の１，０６４万円につきましては、納期の到来する分と、それから新たに汚水枡を

設置予定する工事負担金でございます。 

 次に、４項補助金２目国庫補助金の２億３，２２０万円につきましては、浄化センター第１期長寿命化事業や

下水道施設等耐震化推進事業に係る国庫補助金の予定額でございます。私からは以上です。 

○水道副事業部長 それでは、７６ページをお願いをいたします。４条の支出になります。４１款資本的支出１

項建設改良費１目公共下水道事業環境施設費になります。まず、２０節の委託料６，３００万円でございますが、

その主なものにつきましては、一番上の黒ポツ、農業集落排水統合事業でございます。農業集落排水施設で供用

開始から約２２年以上が経過し、機械等が更新時期を迎えている岩垂処理区、本洗馬処理区を公共下水道に接続

するために、下水道法で定められた事業計画変更を行うための委託料１，５００万円と合わせて、この２処理区

の汚水を公共下水道の汚水管へ平成３２年度までに接続するためのルートや工法等についての接続管渠実施委託

料４，５００万円でございます。 

 その下の２６節の工事請負費でございますが、その主なものにつきましては一番上の黒ポツ、下水道長寿命化

事業（管路施設長寿命化第２期）管構成工事４，１２０万円につきましては、老朽化した管路施設等の延命化や

機能停止を未然に防止するために、既設の汚水管路内に新たな管を構築する工事を行うものでございます。その

下の黒ポツ、下水道施設耐震化推進事業、可とう性継手設置工事１，５５０万円につきましては、災害時に緊急

輸送路及び汚水幹線が最低限有すべき機能を確保するために、下水道管路施設に可とう性の継手を設置し耐震化

を図るものでございます。その下の黒ポツ、公共下水道汚水管路整備事業の汚水支線工事、汚水枡設置工事２，

４３６万円、その下の汚水支線施設替工事１，１００万円、圧送管敷設工事２，５２０万円につきましては、要

望や申請、管路内調査の結果、傷みの激しい管路及び今後の維持管理上必要となる管路の工事を行うものでござ

います。その下の公共下水道汚水管路整備事業の汚水枡設置、汚水枡移設工事１，６００万円でございますが、

大門八番町の県道塩尻停車場線の電線地中化工事により支障となる汚水枡の移設を県のスケジュールに合わせて
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行うものでございます。その下の汚水支線工事１億２，４８０万円でございますが、塩尻駅北土地区画整理事業、

国道１９号久里巾交差点改良工事に合わせて汚水管を布設するものでございます。 

 ７７ページをお願いをいたします。一番上の黒ポツ、汚水幹線整備事業、田川左岸３－１号汚水幹線工事７，

１５０万円でございますが、国道１９号交差点改良に合わせて、角前工業団地入口の交差点から久里巾交差点ま

での間にボックスカルバート１，２００掛ける１，２００を布設するものでございます。その下の田川左岸４号

雨水幹線工事５，０００万円でございますが、野村区の上河原橋から丘中学校の東側までの間にボックスカルバ

ート２，６００掛ける１，０００を布設するものでございます。 

 次に、３目の処理場建設費２０節の委託料２億７，４５０万円でございますが、この事業は浄化センターの長

寿命化計画と耐震化計画に基づき国の補助事業を得まして、各施設の更新、補強を行うものでございます。一番

上の黒ポツ、塩尻市浄化センター第２期長寿命化事業、長寿命化工事委託料１億２，１００万円につきましては、

管理棟、機械棟の改修、消防設備の更新を行うものでございます。その下の下水道施設耐震化推進事業、処理場

施設耐震化工事委託料１億１，４００万円でございますが、処理場内のマンホール、導水管、放流渠、管路等の

継手部へ可とう性の継手を設置し耐震化を図るものでございます。 

 次に、４目の小野特環処理場建設費２０節委託料の１，６００万円につきましては、小野特定環境公共下水道

事業の長寿命化事業計画等に基づき取り組んでおりますが、その計画に基づき耐震化補強工事、スットクマネジ

メント計画の作成に係る委託料でございます。私からは以上でございます。 

○経営管理課長 続きまして、７９ページをお願いします。２項企業債償還金１目企業債償還金の１４億９，５

５５万８，０００円につきましては、企業債及び資本費平準化債の元金の償還金でございます。 

 続きまして、ページ戻りまして４９ページをお願いします。下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書でござ

います。１の業務活動、２の投資活動、３の財務活動による３０年度の１年間の資金の増減につきましては、一

番下から３行目の資金増加額になりますが、３，１９９万４，０００円が増加する予定でございます。これに、

その下の３０年度当初の予定残高である資金期首残高２億３５万６，０００円を加えますと、３０年度期末の資

金残高は一番下の金額ですが、２億３，２３５万円を予定するものでございます。 

 続きまして、５０ページから５３ページは給与費明細になります。 

 次に、５４、５５ページは債務負担行為に関する調書になります。 

 次に、５６ページをお願いします。下水道事業予定損益計算書になります。１の営業収益１８億８，４２３万

５，０００円から２の営業費用２２億３，２２８万４，０００円を差し引いた営業損失は、中ほどの右の金額３

億４，８０４万９，０００円で、この営業損失に３の営業外収益７億７，３２８万８，０００円を加え、４の営

業外費用３億６，５２５万４，０００円を差し引いた経常利益は、中ほどの右の金額５，９９８万５，０００円

になります。この経常利益に５の特別利益と６の特別損失を差し引いた当年度純利益は下から４行目の金額５，

９６１万６，０００円となります。この当年度純利益に、その下の前年度繰越利益剰余金２億５，４９２万７，

０００円を加えた当年度未処分利益剰余金は、一番下の３億１，４５４万３，０００円を予定しているものでご

ざいます。 

 続きまして、５７、５８ページをお願いします。下水道事業予定貸借対照表になります。資産の部につきまし

ては、１の固定資産の合計で、中ほどの右の金額３６４億７，６０３万４，０００円と、２の流動資産の合計５
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億２，２６８万３，０００円の合計で、一番下の資産合計は３６９億９，８７１万７，０００円を予定しており

ます。 

 次に、隣の５８ページになりますが、負債の部につきましては、３の固定負債の合計で右の金額１７６億５，

３９５万２，０００円と４の流動負債の合計１６億５，７７０万６，０００円と５の繰延収益の合計１４２億２，

７０６万６，０００円を合計した、その下の３３５億３，８７２万５，０００円が負債合計となっております。

その下の資産の部につきましては、６の資本金の合計２７億４，９８７万３，０００円と７の剰余金の合計７億

１，０１２万円を加えた下から２行目の３４億５，９９９万３，０００円が資本合計となります。一番下の負債

資本合計は資産合計と同額の３６９億９，８７１万７，０００円を予定しております。説明は以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、委員より質問、御意見ございますか。 

○永井泰仁委員 ７３ページの営業外費用の企業債の支払いの利息ですが、通常３％以内というようなことで表

現されてますが、現実の利息は何パーセントくらいか、企業債、平準化債も含めて同じ金利ですか。最近の動向

を知りたい。 

○経営管理課長 係長のほうから答えさせます。 

○経理係長 企業債につきましては、昨年度実績でいきますと０．６％。あと資本費平準化債ですと、実績で２

８年度は０．２７％、今年で言いますと０．３％となっております。以上です。 

○永井泰仁委員 安いな。いいです。 

○委員長 ほかにございますか。 

○柴田博委員 ４１ページの一番上のほうの排水件数ですけど、２５，１００件で、さっきの水道はちょうど１

万件多い３５，１００件だったんですけど、その差はどういうことになるんでしょうか。 

○経営管理課長 水道の給水件数と下水道の排水件数が若干違っております。大体は水道を入れてそのまんま排

水するっていうことですので件数は同じなのですが、それ以外に畑から水道を使わずに井戸水を使ったりとか、

その逆もありまして、直接下水だけ使うところもありますので、そんな件数の違いでございます。 

○柴田博委員 そういうのがあるっていうのは知ってたわけですけど、それが１万件近くもあるということです

か。 

○経営管理課長 そういうことでございます。 

○柴田博委員 実際本当に畑の分とかでそんなに多いわけですか。約３分の１だよね。 

○経営管理課長 それから水道は一つですけれども、下水のほうは農業集落排水も含まれていますので、それの

合計が水道との形になりますので、必ず下水だけでないということでございます。 

○柴田博委員 わかりましたけど、じゃあ農集とかほかの浄化槽とかも含めての件数との差っていうのは大体ぐ

らいになるか、もしわかれば教えてください。わからなければ後からでいいです。 

○委員長 ちょっと正確な数字のほうがいいかと思うので、ここでもし出ればですけど。 

○経営管理課長 それでは後ほど示させていただきます。 

○委員長 よろしいですか。 

○柴田博委員 次に７６ページで、上の方で、農業集落排水統合事業というところで、岩垂と本洗馬を公共下水
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に統合するっていうことですけど、技術的な問題としてはどんなことがあるのかもうちょっと説明してください。 

○水道副事業部長 技術的な問題といたしましては、まず小曽部川を横断しなければいけない。それに加えまし

て、今度下流側へ持ってきて接続したいということがございますので、奈良井川をどこかの地点で横断しなけれ

ばならないということで、そこの２点とあと巾上の西部汚水幹線まで汚水を上げたいということになっておりま

すので、そのポンプ関係が大きなネックになろうかと思っております。 

○柴田博委員 この予算はそういう問題の設計をしてもらう委託料ということですか。 

○水道副事業部長 そういうものを含めまして検討させていただくという委託料でございます。 

○柴田博委員 だんだんほかの農集の処理場についても、時間が経てばそうなってくると思うんのですけれど、

最終的には全部公共下水に入れるという方向なのか。 

○水道副事業部長 旧楢川村の贄川というのは地形的に無理でございますので、それについては統合を考えてお

りません。あと残りの分については、順次計画的に進めていきたいというふうに考えております。 

○柴田博委員 それとその下の接続管渠実施設計委託料、小野水処理場のことだっていうふうに先ほど説明あり

ましたが、これはもう処理をやめて公共下水のほうにこれもつないでしまうということなんでしょうか。 

○水道副事業部長 小野水処理場につきましては、もう既に辰野のほうへ委託して接合してございます。 

○柴田博委員 済みません。もう１点。もうちょっと下のところにマンホールトイレ設置工事７１０万円ってあ

るのですけれど、これをちょっと説明お願いします。 

○水道副事業部長 設置場所につきましては、北部拠点を新設に合わせて設置したいというふうに考えておりま

す。構造につきましては資料がございますので、資料に基づいて説明したいと思いますが、委員長さん、よろし

いでしょうか。 

○委員長 これを認めます。 

○下水道係長 では、お配りいたしました資料に基づきましてマンホールトイレを説明をさせていただきます。

地震等の災害時におきましては、過去の震災の例にもありますように、既存のトイレというのは使えないという

ことで、大変避難される方が苦労されている実態がございました。そこで、下水道の管路はただいま耐震化を行

っておりますので、今後計画的に避難施設と指定されてる公共施設につきましては、マンホールトイレというこ

とで、まず下水道管から引込管、それぞれのお宅、施設のところに汚水枡ついているのですけれども、そこから

パイプを延ばしまして、それから地上部に向けて管を立ち上げまして、常時はマンホールのようなものが敷地内

にいくつかあるだけなんですけれども、緊急時にこのマンホールトイレが必要な状態になりましたら、敷地内に

倉庫を備えまして、その中の真ん中にありますようなトイレと周りに囲うものやトイレットペーパー等を倉庫の

ところに収めておきまして、緊急時には普段はマンホール状鉄蓋になってるところを開けまして、その上に仮設

のトイレとテント、テントというか囲うものを設置して、避難される方はそのトイレを使っていただくと。そこ

で避難された方の排泄物につきましては、その地中に埋まっているパイプを通じ、さらに下水の本管を通じて浄

化センターのほうに流れていくということで、メリットとしてはくみ取る手数がいらないということ、あと実際

避難される方についても、清掃等は必要とはなりますけれども、苦労することなく、仮設トイレでなく使ってい

ただけるというようなつくりとなっております。基数としましては、おおむね収容人数５０人から１００人に対

して１カ所ずつというような形の基準で設置するようになっております。私からは以上です。 
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○柴田博委員 ７１０万円というのは何カ所分ぐらいを予定されているんでしょう。 

○下水道係長 平成３０年度につきましては、来年度建設予定の北部地域拠点施設の敷地内に予定しておりまし

て、基数としては５つの穴を設置する予定となっております。以上です。 

○柴田博委員 済みません。細かいようですけれど、この資料を見ると、一番下の右のところに水洗用の水を投

入って書いてあるんですけど、これを使う場合には水を別に誰かが入れなきゃいけないっていうことなんですか。 

○下水道係長 図面にもありますけれども、水洗用水投入っていうところから水、例えばもし動力が確保できれ

ば電動ポンプで、もし動力が確保できない場合は手押し式のポンプ等で、水を一番上流から供給して水の力で下

水の本管に流すようなつくりとなっております。 

○柴田博委員 今回の７１０万円の中にはそういう設備も入ってるっていうことですか。ポンプ等。 

○下水道係長 委員おっしゃるとおり北部拠点施設の敷地内に、イメージ的に言うと防火貯水槽的なものを地中

に設置しまして、そこに竣工したときに水を溜めておきまして、いざというときにそこから水を供給するような

予定となっております。 

○柴田博委員 とりあえずいいです。 

○委員長 ほかにございますか。 

○篠原敏宏委員 こちらについても、耐震化工事についてお聞きをします。耐震化をこうやって一定の量をやっ

ていくっていうことだろうと思いますが、この財源、これは通常の耐用年数を過ぎてから補修をかけていくもの

と違う財源が多分つくのではないかなと思いますが、さっきの上水道もお聞きしようと思ったんですが、下水の

ほうはどんな財源がありますか。 

○水道副事業部長 財源につきましては国の交付金事業でございますので、それを財源にして対処し進めてまい

ります。 

○篠原敏宏委員 さっきから済みません。水道のほうも同じ考え方で耐用年数の更新以外に耐震分が交付金で交

付されるという考え方でよろしいでしょうか。 

○上水道課長 現在は交付金対応にはなっておりません。今後の中で県と調整をしていく予定をしております。 

○柴田博委員 ７０ページの一番上の脱水ケーキの処理委託料ですけど、５，５００トンを４業者で処理してい

ただいているということですが、４業者の処理方法とかいうのは大体みんな一緒なわけですか。 

○水道副事業部長 基本的には焼却施設セメント材ということとあとは路盤の再生材っていうことに再利用を

図っております。 

○柴田博委員 それ４業者とも同じっていうことですか。 

○水道副事業部長 １社だけ古材の再利用ということでございます。 

○柴田博委員 はい、いいです。 

○委員長 よろしいですか。篠原委員もいいですか。 

それでは質疑を終了し、自由討議を割愛して討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第３０号については、原案のとおり認めることに御異議ありません

か。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３０号については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。１０分

間休憩いたします。 

午前１１時２３分 休憩 

――――――――――― 

午前１１時３１分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。引き続き、審査を行います。 

 

議案第３１号 平成３０年度塩尻市農業集落排水事業会計予算 

○委員長 次に、議案第３１号平成３０年度塩尻市農業集落排水事業会計予算を議題といたします。説明を求め

ます。 

○経営管理課長 予算書８０ページをお開きください。議案第３１号平成３０年度塩尻市農業集落排水事業予算

でございます。第２条の業務の予定量でございますが、排水件数は前年度と同様１，９５０件、年間総排水量は

前年度に比べ３，０００立方メートル減の５２万６，０００立方メートルでございます。一日平均吸水量は１，

４４１立方メートル。本年度の主な建設改良事業はございません。 

次に、第３条の収益的収入及び支出の予定額につきましては、収入では農業集落排水事業収益を、前年度に比

べ７５２万６，０００円、率にして１．７％減の４億２，３２８万２，０００円を。支出では、農業集落排水事

業費用を、前年度に比べ１，７３２万３，０００円、率にして４．５％減の３億６，８２２万６，０００円を計

上するものでございます。 

次に、第４条の資本的収入及び支出の予定額につきましては、ページをめくっていただきまして、８１ページ

になりますが、資本的収入を前年度と比べ６４０万１，０００円、率にして８．５％減の６，８５０万５，００

０円を。支出では、資本的支出を前年と比べ１，２２３万２，０００円、率にして５．７％減の２億４０５万５，

０００円を計上するものでございます。ページ戻っていただきまして、第４条の本文中の括弧内に記載してあり

ます、不足額に対する補填財源の内訳でございます。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億３，

５５５万円は、当年度分損益勘定留保金資金８，１３５万４，０００円、繰越利益剰余金処分額４，４９１万６，

０００円、当年度利益剰余金処分額９２８万円で補填をするものでございます。 

続きまして、次のページをお願いします。第５条の一時借入金につきましては、支出の時期の違いにより一時

的な資金不足を補う短期的な借入金をするため、その限度額を前年度と同様の１，０００万円を定めるものでご

ざいます。第６条、予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、各項に計上した経費にかかる予定額に

過不足が生じた場合に、同一款内で流用ができることを定めるものでございます。 

次に、第７条の議会の議決を経なければ流用できない経費として、職員給与費の１，０３５万８，０００円と

するものでございます。第８条利益剰余金の処分につきましては、前年度の未処理利益剰余金の処分が確定しな

い段階において、次年度の予算で繰越利益剰余金を補填財源に充てる必要がある場合には、あらかじめその旨を

予算に定める必要がありますので、その不足する財源分を減債積立金として繰越利益剰余金４，４９１万６，０

００円と、当年度利益剰余金のうち９２８万円の合計５，４１９万６，０００円を処分することを定めるもので
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ございます。 

続きまして、１０１ページをお願いします。農業集落排水会計予算説明明細書になります。収益付き収入及び

支出の３条予算でございます。主なものについて説明をさせていただきます。１１款農業集落排水事業収益１項

営業収益１目農業集落排水施設使用料の１億３０１万円につきましては、排水施設使用料の収入で、２９年度実

績をもとに試算して計上してございます、前年度と比べ１４２万円減の１．４％減となっております。 

次に、２目の他会計負担金の１億９，１００万２，０００円につきましては、総務省の繰出基準による一般会

計からの繰入金で１０７ページの資本的収入の他会計負担金６，７２８万５，０００円と合わせると、２億５，

８２９万円となっております。２項の営業外収益５目長期前受金戻入の１億２，９１８万５，０００円につきま

しては、過去において建設工事に伴い、その財源として交付された補助金負担金について、減価償却の見合い分

を順次償却しているものでございます。現金取り扱いの収入が伴わないもので、伝票上で振替処理を行うもので

ございます。私からは以上です。 

○下水道課長 それでは１０３ページをお願いをいたします。３条の支出について申し上げます、２１款農業集

落排水事業費用１項営業費用１目管渠費２０委託料４８７万８，０００円のうち１つ目の黒ポツ、マンホールポ

ンプ維持管理委託料４６４万４，０００円につきましては、農業集落排水及び小規模集落排水処理区に設置して

あります６１基のマンホールポンプの維持管理にかかわる委託でございます。 

次に、２３節修繕費９１１万円につきましては１つ目の黒ポツ、マンホールポンプ営繕修繕費７０１万円につ

きまして、マンホールポンプ６１カ所のうち１０基のマンホールポンプのオーバーホール等の修繕を行うもので

ございます。その下の２８節動力費３８４万５，０００円につきましては、マンホールポンプの運転等にかかわ

る電気料でございます。 

次に、２目浄化センター費の２０節委託料３，３３８万２，０００円のうち１つ目の黒ポツ、農業集落排水処

理施設維持管理委託料１，７６２万２，０００円につきましては、浄化センター等の運転等日常の維持管理を業

者に委託するための委託料でございます。その下の黒ポツ、汚泥運搬等委託料１，５３８万７，０００円につき

ましては、浄化センター及び小規模集落排水処理施設において発生いたします、汚泥約２，３５０キロリットル

を処理するために衛生センターまで運搬するための委託料でございます。 

次に、２３節修繕費６００万円につきましては、浄化センターの汚泥引抜ポンプ破砕機ほかの修繕にかかわる

費用でございます。その下の２８節動力費１，７６６万２，０００円につきましては、浄化センター及び小規模

集落排水場の運転等にかかわる電気料でございます。私からは以上でございます。 

○経営管理課長 １０４ページをお願いいたします。６目の業務費３５節負担金の６８７万９，０００円につき

ましては、使用料徴収業務にかかる経費で水道事業会計へ支払う負担金でございます。１０５ページをお願いし

ます。８目減価償却費の２億１，００１万８，０００円につきましては、有形固定資産の３０年度分の減価償却

費でございます。 

次に、２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費１節企業債利息の４，６２７万８，０００円につきま

しては、３０年度の企業債の利息でございます。 

次にその下の、３目消費税８３０万１，０００円につきましては、３０年度の消費税の納付予定税額でござい

ます。 
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続きまして、ページ飛びまして１０７ページをお願いします。資本的収入及び支出の４条予算でございます。

主なものについて説明させていただきます。３項負担金１目他会計負担金の６，７２８万８，０００円につきま

しては、総務省の繰出基準による一般会計からの繰入金でございます。私からは以上です。 

○下水道課長 続きまして、４条の支出について申し上げます。１０８ページをお願いをいたします。４１款資

本的支出１項建設改良費１目農業集落排水事業管渠施設費２６節工事請負費の３２４万８，０００円につきまし

ては、新規に農業集落排水区域内に接続する宅地の公共桝設置等にかかわります工事費でございます。 

その下の、２項１目企業債償還金２億５２万７，０００円につきましては、財務省財政融資資金地方公共団体

金融機構等への企業債元金の償還金でございます。私からは以上でございます。 

○経営管理課長 ページ戻りまして８７ページをお願いします。農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算

書になります。１の業務活動２の投資活動３の財務活動による、３０年度の１年間の資金の増減につきましては、

一番下から３行目の資金増加額になりますが、６２２万５，０００円が増加する予定でございます。これに、そ

の下の３０年度当初の予定残高である資金期首残高６，３１８万１，０００円を加えますと、３０年度期末の資

金残高は一番下の金額ですが６，９４０万６，０００円を予定するものでございます。続きまして、８８ページ

から９１ページは給与費の明細になります。 

次に９２ページをお願いします。農業集落排水事業予定損益計算書になります。１の営業収益２億８，６４２

万８，０００円から２の営業費用３億４３７万４，０００円を差し引いた営業損失は、中ほどの右の金額１，７

９４万６，０００円で、この営業損失に３の営業外収益１億２，９２２万１，０００円を加え、４の営業外費用

５，３５７万３，０００円を差し引いた経常利益は、中ほどの右の金額５，７７０万２，０００円となります。

この経常利益に５の特別利益を加え、６の特別損失を差し引いた当年度純利益は下から４行目の金額、５，７６

５万７，０００円となります。また当年度純利益に、その下の前年度繰越利益剰余金の９，３６９万１，０００

円を加えた当年度未処分利益剰余金は、一番下の１億５，１３４万８，０００円を予定するものでございます。 

 続きまして９３，９４ページをお願いします。農業集落排水事業の予定貸借対照表になります。資産の部につ

きましては、１の固定資産の合計中ほど右の金額６０億８，９４６万３，０００円と、２の流動資産の合計７，

２３６万８，０００円の合計で、一番下の資産合計は６１億６，１８３万１，０００円を予定しております。 

次に、負債の部につきましては、３の固定負債の合計右の金額１８億６，２８０万６，０００円と４の流動負

債の合計２億１，８１１万５，０００円と、５の繰り延べ収益合計２８億３，９９７万６，０００円を合計して

おります。その下の、４９億２，０８９万７，０００円が負債の合計となっております。その下の資本の部につ

きましては、６の資本金の９億４，７９３万円と７の剰余金の２億９，３００万４，０００円を合わせた、その

下の１２億４，０９３万４，０００円が資本合計の見込みとなります。一番下の負債資本合計は、資産合計と同

額の６１億６，１８３万１，０００円を予定しております。説明のほうは以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員より御質問、御意見ございますか。 

○柴田博委員 ８８ページの給与費明細書を見ると、一般職の方が１人ということになっているんですけど、こ

の農集排については専任の方が１人いるということなのか、それとも計算上でこういうふうになっているのか。

その辺はどうなんでしょうか。 
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○経営管理課長 一応仕事については、係なり課の中で皆さんで共有してやっておりますけれども、会計上１人

をあてているということです。以上です。 

○柴田博委員 農集排については、説明資料のほうで岩垂処理区など７処理区と、若神子のものを合わせて８地

区と書いてあるんですけど、それで数はわかるんですが、予算書のほうには、どこかその例えばいろいろな排水

量とかのところで、そういうようなことは何も書いてないんですけど、それぐらいどこかに入れておいたほうが

いいんじゃないかと思うのですけど、その辺はどうでしょう。 

○下水道課長 予算書のほうへ明記できる部分については、そのように詳細に今後載せておきたいと考えており

ます。 

○柴田博委員 お願いします。 

○委員長 委員のほうで、よろしいですか。いいですかね。 

それでは質疑を終結いたしまして、自由討議を割愛し討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので採決を行います。議案第３１号平成３０年度塩尻市農業集落排水事業会計予算については、

議案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３１号については、全員一致を持って可決すべきものと決しました。 

○経営管理課長 先ほどの、水道の給水件数と下水道の件数の関係でございますけれども、実質的には細かい数

字については集計してございませんので細かい数字が報告できませんけれども、上下水道の今年度の検針の実績

から見ますと水道については検針戸数が３万１，０００件。それから下水の関係のほうが、公共下水それから農

業集落排水の検針件数が２万８，０００なにがしという件数になっておりまして、その差が２，８００件ほどご

ざいますので、その差が畑とかという違いではないかということでございます。ですので、水道のほうが３万１，

０００件で、下水道の件が２万８，０００件でございますけれども、それが２，８７０件くらい差がありますの

で、それを２，０００いくらを３万１，０００と足すと３万４，０００件という感じになりますが。 

○柴田博委員 水道のほうに３万５，０００件というのは、これでいいということなんですね。 

○水道事業部長 済みません。３万５，１００件というのは、通常検針している件数が３万１，０００件ござい

ますので、残りの４，０００件については、畑で未使用の部分とかそういったところがあるだろうというふうに

踏んでおります。先ほどの、上水道と農集下水の関係の差分についてはどうかということですけども、農集下水

のほうの件数が約２万８，０００件ということで、通常３万１，０００件という形で私ども上水のほうは検針し

ていますけども、下水道のほうについては２万８，０００件ということで、その差が２，８００件ということで

通常使用分については２，８００件くらいが、畑とかそういったところで下水入ってない部分かなと。残りの３，

０００件、約４，０００件に近い部分については、畑とか倉庫とかそういうところではないか、要は未収分では

ないかというふうに思っていますので、よろしくお願いします。 

○委員長 いいですか。よろしいですか。それでは午前中の審査はここまでにして午後１時より再開をいたしま

す。 

午前１１時５２分 休憩 
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午後 ０時５６分 再開 

○委員長 それでは、若干定刻より早いですが、休憩を解いて再開をいたします。それでは、午前中に引き続き

審査を続行いたします。 

────────────────────────────────── 

議案第３２号 議案第３２号平成２９年度塩尻市一般会計補正予算（第９号）中、歳出４款衛生費中１項保健

衛生費６目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労

働費（１項労働諸費２目ふれあいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８

款土木費、１１款災害復旧費 

○委員長 議案第３２号平成２９年度塩尻市一般会計補正予算（第９号）中、歳出４款衛生費中１項保健衛生費

６目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１項労働諸費２目

ふれあいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１１款災害復旧費を議題といたし

ます。説明を求めます 

○下水道課長 それでは、平成２９年度塩尻市一般会計補正予算書の７５ページ、７６ページをお開きください。

４款衛生費１項保健衛生費６目環境保全費の上の白丸、合併処理浄化槽設置事業につきましては、４２１万５，

０００円の減額でございます。理由につきましては、事業費の確定によりまして減額させていただくものでござ

います。 

次に、２項清掃費１目し尿処理費の白丸、し尿処理施設管理費２６７万円の減額でございます。それぞれ事業

費の確定によりまして減額させていただくものでございます。以上でございます。 

○産業政策課長 それでは、７７ページ、７８ページをお開きください。５款労働費１項労働諸費１目労政費に

ついて説明いたします。白丸の勤労者福祉対策事業の黒ポツ、勤労者福祉資金融資預託金５００万円の減額補正

は、勤労者等を対象といたしました低利な貸付利息とするための原資を金融機関に預託したもので、今年度の実

績に基づく事業費確定によるものでございます。 

その下の白丸、実践型地域雇用創造事業、その下の黒ポツ、雇用創造協議会負担金５，５６４万２，０００円

の減額補正は、市域の雇用拡大を目指し国が全額負担し、委託事業を実施します塩尻市雇用創造協議会への負担

金でございます。当初は市から協議会へ負担金を支払う予定でしたが、国からの概算払が行われましたため市の

負担金分を減額するものでございます。なお、塩尻市雇用創造協議会は、平成２７年１２月１日より事業を開始

しておりましたが、本年３月３１日をもちまして２年４カ月にわたる事業が終了するところであります。私から

は以上です。 

○農業委員会事務局長 それでは、その下、６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費をお願いいたします。

１つ目の白丸、職員給与費につきましては、決算見込み等に伴います不用額を減額するものであります。なお、

以下の科目におきましても、給与費等につきましては、説明のほうを省略させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

その下、２つ目の白丸、農業委員等活動費の農業委員等先進地視察負担金につきましては、２６名の委員のう

ち４名の委員が視察に不参加でありましたので、１名１万円の４名、４万円を不用額として減額するものであり
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ます。私からは以上です。 

○農政課長 それでは、７９ページ、８０ページをごらんいただきたいと思います。３目農業振興費をお願いい

たします。一番上の白丸、園芸産地基盤強化等促進事業２２万７，０００円の減額、次の白丸、畜産振興事業８

万円の減額、また次の白丸、有害鳥獣駆除対策事業１４７万８，０００円の減額につきましては、いずれも事業

費の確定に伴い減額補正をするものでございます。 

次の白丸、農作物自給率向上事業４４９万円の減額でございますが、主なものは、一番下の白丸、荒廃農地等

利活用促進交付金４００万円の減額でございます。この事業は、農業者等が荒廃農地等を引き受けて作物生産を

再開するために行う再生作業や土壌改良等を支援する国事業でございます。本年度におきましては、国事業の要

件を満たす申請がなかったことから減額補正するものでございます。 

次の白丸、農業経営体育成支援事業４７７万２，０００円の減額でございますが、主なものは、上から３つ目

の黒丸、農業次世代人材投資事業補助金２１１万円の減額でございます。この事業は就農間もない者に対しまし

て１人当たり年間最大１５０万円を最長７年間支給する国事業でございます。本年度におきましては、申請者が

当初見込みより１名少なかったほか、農業所得が一時的に上昇したことに伴い調整支給された対象者が１名生じ

たことから減額補正するものでございます。 

次の白丸、総合６次産業化促進事業５４万５，０００円の減額につきましても、事業費確定に伴う減額補正で

ございます。私からは以上でございます。 

○農業委員会事務局長 それでは、その下、５目農地流動化促進活動事業費をお願いいたします。白丸の部分で

ありますが、農地流動化促進活動事業のうち収穫農家等育成規模拡大事業奨励金につきまして、市の中核農家等

育成規模拡大奨励金を交付要綱に基づきまして、今年度の新規及び再設計にかかわる申請件数及び平成２６年度

契約分の第２回目、平成２３年度契約分の第３回目の支払いが、当初予算額１，２６６万２，０００円に対しま

して支払額１，５１３万６，８００円となり２４７万４，８００円が不足となるため、今回補正をお願いするも

のであります。私からは以上であります。 

○農村整備担当課長 それでは、６目農地費をお願いいたします。８１、８２ページになります。８２ページ１

つ目の白丸、土地改良事業２，９９１万円の減額でございます。国の補助事業等の事業の確定に伴う減額になり

ますが、１つ目の黒ポツ、設計委託料１，４６９万円の減額につきましては、洗馬妙義地区の畑かん更新事業は

県からの指示により１年先送りになったため、事業費の確定により減額するものでございます。その下の黒ポツ、

パソコン等使用料は積算システム使用料の減額でございます。その下の黒ポツ、農業農村基盤整備工事になりま

すが、これも補助事業のほうの内示額がちょっと低かったために、補助事業の事業費の確定により減額するもの

でございます。その次の黒ポツ、多面的機能支払公金事業補助金４０７万円の減額でございますが、今年度の事

業対象用地の面積の確定に伴い減額するものでございます。 

次の白丸、減渇水対策施設維持管理事業２７１万円の減額でございます。その下の黒ポツ、電気使用量２７１

万円の減額ですが、かんがい期も終わり、電気使用量の確定に伴い減額補正するものでございます。 

次の白丸、ため池耐震化事業１，２６８万円の増額。１つ目の黒ポツ、設計委託料１９万円の減額は、事業の

確定に伴い減額するものでございます。２つ目の県営ため池耐震化事業負担金１，２８７万円の増額になります

が、県営で行っていますみどり湖の耐震化補強工事と、来年度県営で行う予定でございます小坂田池の耐震補強
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の実施設計分が国の補正で前倒しになったため、それに対する市の負担金の増額でございます。 

次の８目土地改良施設維持管理適正化事業をお願いいたします。土地改良施設維持管理適正化事業７万円の減

額につきましては、これも事業費の確定に伴いまして減額をするものでございます。私からは以上です。 

○農政課長 先ほどちょっと飛ばしてしましましたので、８０ページにお戻りください。一番上にあります白丸、

農業総務事務費、黒ポツ、農業振興協議会の委員報酬につきましても、支払額確定に伴う減額補正になります。

以上でございます。 

○森林課長 続きまして、２項林業費１目林業総務費でございます。林業被害防止対策事業諸経費でございます

が、事業費確定によりまして、臨時職員賃金４３万４，０００円を減額するものでございます。 

次の白丸、木質バイオマス地域循環システム形成事業１６７万７，０００円の減額でございますが、こちらも

事業費確定に伴いまして、信州塩尻木質バイオマス推進協議会委員報酬以下４項目につきまして、それぞれ減額

するものでございます。 

続きまして、２目治山林道費でございます。治山林道事業２１０万９，０００円の減額でございますが、片丘

南部線等の事業費確定に伴うものでありまして、臨時作業員賃金、設計委託料、林道改良工事、それぞれ減額す

るものでございます。 

次に８３ページ、８４ページにお進みいただきまして、３目造林費でございます。１つ目の白丸、森林再生林

業振興事業でございますが、市有林施業委託料とその下の整備地管理委託料は事業費の確定により減額するもの

でございます。次の黒ポツの森林整備補助金でありますが、森林組合等の森林整備計画が変更になったことに伴

いまして、市のかさ上げ分補助金１，２８２万２，０００円の増額補正をお願いするものでございます。これに

つきましては、雨氷被害林を優先して整備することとしたため、当初は間伐による整備を計画していましたけれ

ども、皆伐、地ごしらえ、植栽といった大がかりな作業へと変更となり、結果といたしまして事業費が増額にな

ったことに伴うものでございます。 

次の白丸、森林活用推進事業でございます。当初予算といたしまして、用地取得費４６０万円を計上しており

ましたけれども、森林公社拠点施設の建設地が変更となったことに伴い、用地取得の必要がなくなったため、全

額を減額するものでございます。私からは以上でございます。 

○産業政策課長 続きまして、７款商工費１項商工費２目商工振興費、一番上の白丸、地域産業振興推進事業の

黒ポツ、高校生起業家プログラム委託料１１４万円の減額、その下のＩＴ事業者居住費補助金３０万円の減額、

その下の白丸、企業立地促進事業の用地取得費３６万５，０００円の減額は、いずれも事業費確定によります減

額補正です。私からは以上です。 

○ブランド観光課長 続きまして、５目観光費２８万２，０００円の減額補正について御説明申し上げます。一

番上の白丸、観光施設整備事業１５万円の減額は駅前観光センターの清掃委託及びみどり湖の桟橋整備工事の入

札差金によるものです。 

次の白丸、広域観光推進事業１３万２，０００円の減額は木曽観光連盟負担金、木曽広域連合負担金、信州Ｄ

Ｃ負担金、それぞれの負担金の額の確定によるものでございます。私からは以上です。 

○建設課長 引き続き、８５ページ、８６ページをお開きください。８款土木費１項土木管理費１目土木総務費

をごらんいただきたいと思います。１つ目の白丸、土木総務事務費につきましては、事業費の確定によるもので
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ございます。 

続きまして、２項道路橋梁費１目道路橋梁総務費でございます。１つ目の白丸、道路橋梁事業諸経費７１２万

９，０００円でございますが、１つ目としまして長野県有料道路通行券購入費の今後の購入費を見込みまして今

回減額させていただくものでございます。またその下の県単道路事業等負担金でございますが、県の事業費確定

に伴いまして負担金の減額をするものでございます。 

２目道路維持費、１つ目の白丸、道路維持改良事業費それぞれにつきましては、事業費の確定に伴うものでご

ざいます。その下の白丸、除雪対策事業につきましては、今後の降雪等を考え、昨年並みの除雪作業委託料、補

修用資材、除雪協力助成金を補正させていただくものでございます。 

続きまして、３目道路新設改良費でございますが、１つ目の白丸、生活道路整備事業費、１つ目の黒ポツ、測

量調査設計委託料と支障物件移転補償費につきましては、事業費の確定に伴い減額をさせていただくものでござ

います。次の白丸、幹線道路整備事業からにつきましては、交付金等の減額の関係もございまして、額が大きい

ため別に資料を御用意させていただきましたので、配布させていただいてもよろしいでしょうか。 

○委員長 はい、これを許します。 

〔資料配付中〕 

○建設課長 それでは資料に基づきまして御説明をさせていただきます。こちら道路局所管の社会資本整備総合

交付金事業の一覧ということで内示の額、内示率までお示しをさせていただいているものでございます。まず、

分類からいきたいと思います。一番左側の列、分類中の通常補助と防災・安全交付金につきましては、社会資本

整備交付金事業の補助金の名称でございます。次の列、幹線道路整備事業等に書いてある、記載してある列につ

きましては、市の事業名称でございます。 

それでは、幹線道路整備事業として、一番上の段の上り側道南熊井長畝線につきまして御説明させていただき

ます。そのような形で計画をさせていただきましたけど、右側中ほどにございます平成２９年度要望額としまし

て４，１００万円を要望させていただきましたが、その右側の列を見ていただければ内示額１，２６９万１，０

００円ということで、こちらの内示率につきましては一番右の表を見ていただければ３１％と大変少ない内示率

でございました。また、途中に二次補正の形もありましたけど、今回この対象となっていないということで３１％

の内示率で確定をしている状況でございます。 

次に、防災・安全交付金のほうをごらんいただければと思います。生活道路事業について御説明申し上げます。

こちらにつきましては奈良井の踏切新設でございます。当初予算１億円に対しまして内示額が４，９８１万３，

０００円と内示率は４９．８％となっております。こちらの事業につきましては、交付金だけでなく合併特例債

を借りて事業を実施しているところでございます。現在奈良井川のスロープの部分につきまして発注が行われて

いる状況です。また、その下の交通安全施設整備事業、市の交通安全施設整備でございますが、こちらにつきま

しては、カラー舗装等でございます。交付金の、ここで見ていただければと思いますが、社会資本整備総合交付

金事業の整備計画名というところ、先ほどお話をさせていただきました奈良井の踏切新設、またその下の今お話

ししました交通安全施設整備事業の関係、交付金の中身が一緒となってございます。そのため、この同じ交付金

の中で、奈良井の踏切につきましては過疎債が使えるということで、その下の交通安全の関係につきまして交付

金を充当させていただいた関係上、交通安全の充当につきましては１００％の充当をさせていただき対応させて
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いただいているところでございます。 

続きまして、歩道整備事業でございますが、君石野村線からほか３路線ということで計上をさせていただいて

ございます。 

○委員長 上條建設課長、着座で構いません。 

○建設課長 失礼します。着座にて。要望額１億１５０万円に対しまして、当初内示８，３７３万６，０００円

と内示率８２．５％でございます。この中で３本ございますが、一番下の西条線につきましては、昨年１２月に

信号機が設置される中で完了となっております。 

次に、その下の道路施設長寿命化改修事業でございますが、２つの整備計画に分類され、一番下の橋梁修繕・

点検につきましては、当初予算に対し１２９．６％の内示率となっています。こちらにつきましては、道路イン

フラ等の点検修繕でございます。橋梁点検につきましては、平成３０年度までに近接目視による点検が義務づけ

られております。事業の進捗を図るため、二次補正をお願いし、増額できたものでございます。橋梁点検につき

ましては２５２橋中、今回を含め１８９橋が終了、６３橋が残っている状況でございます。また、その上の舗装

等の修繕につきましては、内示率が悪く、要望額までの内示が得られてございません。以上それぞれの入札差金

と合わせての減額補正となっております。また、社会資本整備交付金事業につきましては、道路事業での限度改

良また舗装修繕につきまして、大変内示率が悪くなっている関係上、事業の進捗に時間がかかっているというこ

とでございます。 

続きまして、今の社会資本整備交付金事業の除雪対策事業の関係、もう一回、表を見ていただければと思いま

す。上から２つ目でございます。桃岡贄川線ほか除雪事業ということでございます。こちらにつきましては、当

初予算が５５６万４，０００円ということで、こちら予算が芽出しであった関係上、最終的に事業費内示額が１，

６７９万円ということで内示率が高くなっておりますが、当初は予算が芽出しだということでよろしくお願いを

したいと思います。私からは以上でございます。 

○まちづくり推進課長 着座にて失礼いたします。続きまして、４目街なみ環境整備事業費をお願いいたします。

白丸、街なみ環境整備事業４，１９５万２，０００円の減額につきましては、本年度が事業の完了最終年という

ことで事業内容の精査、見直しを行ったものによるものです。２つ目の黒ポツ、街なみ環境整備工事４，１９０

万円の減額の主な理由について２点申し上げます。１点目ですけれども、ＪＲ沿いの道路工事において当初カラ

ー舗装で計画しておりましたが、金西町通りや中山道と比較し、自転車、歩行者の通行量も少ないこと、また５

年、１０年後に予想されます舗装の劣化等による今後の維持管理のことも考慮しまして、通常のアスファルト舗

装に変更したものでございます。参考までに、カラー舗装は通常舗装のおおむね３倍程度の設計価格となってお

ります。２つ目ですけれども、公園工事におきまして、公園の街灯やトイレの電気を自然エネルギーを活用した

水力発電を計画しておりましたが、施工前に重伝建側の担当者と設計協議を行った結果、水車は水田地帯にある

施設であり、平沢の漆工町の街並みにふさわしくないとのことから、施行を中止したことによるものでございま

す。私からは以上です。 

○建設課長 続きまして、３項河川費１目河川維持費、１つ目の白丸、河川改修事業でございますが、工事用資

材と次の白丸、河川維持諸経費の河川公園管理委託料につきましては、事業費の確定に伴うものでございます。

以上です。 
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○都市計画課長 続きまして、４項都市計画費１目都市計画総務費でございます。白丸、都市計画総務事務諸経

費でございます２７４万２，０００円の減額、次の白丸、立地適正化計画策定事業１６８万９，０００円の減額

につきましては、いずれも事業費の確定に伴うものでございます。 

続きまして、２目公園管理費、白丸、公園等管理諸経費、黒ポツ、備品購入費につきましては、これも事業費

が確定したことに伴い、２４万５，０００円の減額をするものでございます。 

続きまして、３目社会資本整備総合交付金事業、白丸、都市計画道路整備事業につきましても、事業費が確定

したことに伴い４万８，０００円を減額するものでございます。 

ページをおめくりいただきまして、８９、９０ページをお願いいたします。次の４目、駅施設維持費、白丸、

駅舎等維持管理諸経費１万９，０００円の減額につきましても、事業費の確定に伴うものでございます。 

次の５目建築指導費、白丸、建築確認等事務諸経費、黒ポツ、自動車借上料につきましても、事業費の確定に

より２１万１，０００円の減額をするものでございます。次の白丸、耐震対策等事業につきましては、国、県の

補助金交付決定に伴い減額補正をするものでございます。最初の黒ポツ、耐震診断業務委託料につきましては、

２８８万円の減額をするもので、６９件の診断業務を実施しております。次の黒ポツ、耐震補助事業補助金につ

きましては、９６６万７，０００円の減額をするもので、木造住宅耐震対策工事６件に対し補助金の交付決定を

しております。以上です。 

○まちづくり推進課長 続きまして、７目市街地活性化事業費をお願いします。それぞれの白丸、市街地活性化

事業、ウイングロード管理事業、広丘駅東口駐車場事業、北部地域拠点施設整備事業の減額につきましては、事

業費確定によるものでございます。 

続きまして、８目区画整理事業費をお願いします。白丸、土地利用促進事業１，８４７万１，０００円の減額

の主な内容は、２つ目の黒ポツ、区画整理事業計画策定等委託料１，８４４万８，０００円の減額でございまし

て、その減額の理由としましては、平成３０年度に予定していました野村桔梗ヶ原地区の組合設立が約２年半延

びたことにより、本年度予定していました事業計画策定を３０年度以降へ先送りしたものでございます。私から

は以上でございます。 

○建設課長 続きまして、５項住宅費１目市営住宅管理費、１つ目の白丸、市営住宅管理維持補修費、１つ目の

黒ポツ、長寿命化計画作成委託料でございますが、こちらにつきましては、事業費の確定に伴うものでございま

す。 

続きまして、ページをおめくりいただきまして、１０７ページ、１０８ページをお開きください。１１款災害

復旧費２項土木施設災害復旧費１目市単土木施設災害復旧費につきましては、昨年１０月２２日から２３日にか

け発生いたしました台風２１号による被害の事業費確定に伴いまして、減額をさせていただくものでございます。

私からは以上です。 

○都市計画課長 ページをおめくりいただきまして、１０９、１１０ページをお願いします。３項都市計画施設

災害復旧費につきましても、台風２１号の被害によるものでございますが、これも事業費の確定により６，００

０円を減額するものでございます。説明は以上となります。よろしく御審議願います。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、委員より御質問、御意見はございますか。 

○柴田博委員 先ほど内示額の説明に使われた資料の関係ですけれども、補正予算書の８６ページのところで、
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例えば生活道路整備事業が１２２万２，０００円の減額というのは、このＡ３の表の生活道路整備事業のところ

のどこと関係してきて、どこをやらなかったからこうなったのかっていうのを、その辺をちょっと説明してもら

えますか。それぞれ。 

○建設課長 今、お話にありました生活道路につきましては、先ほどの話の中で幹線道路につきましてこちらの

表で御説明をさせていただいたところでございまして、生活道路につきましては、１つ目の黒ポツ、測量調査設

計委託料として事業費が確定したものでございます。また支障物件の移転の補償費につきましても、こちら支障

物件の移転補償の事業費が確定したものということでございまして、先ほどお話ししました社会資本整備の中で

の対応につきましては、幹線道路の整備事業からのことの表ということで御理解いただければと思っております

が。 

○柴田博委員 そうすると、この１２２万２，０００円の減額ということと、この表の中の生活道路整備事業っ

て項目があって、内示率が４９．８％だったっていうこととは関連がないということですか。 

○建設課長 担当係長のほうより説明をさせていただきます。 

○建設係長 今の生活道路でございますが、今、表につきましては、一応社会資本整備の総合交付金ということ

で、生活道路の中には市の単独費とかが入っている部分がありまして、そこの金額がちょっと合わないところが

ありますけれども、それはちょっと御承知おきいただきたいと思っております。 

○柴田博委員 補正予算の中身の説明に、この内示額の表を使ってくれたのだけど、それがどういう意味があっ

て、どういうことがよくわからなかったのだけど。その幹線道路と歩道整備のことだけは説明したかったってこ

とですか。 

○建設課長 今回この幹線道路整備事業、それぞれ黒ポツ、測量設計委託料から支障物件の委託料等ございます。

また、歩道につきましても同様の形がございます。こちらにつきましては、全て交付金事業を使いながら、市の

単独費も使っておりますが、まとめて最終的には御説明の中でそれぞれの事業について補助の内示が、交付金が

合わなかったということで、そこまでの補助の利用をさせていただいたということの表で、トータル的には内示

額に伴いまして減額をさせていただくということでお話し申し上げたいところでございますので、御理解いただ

ければと思っております。 

○委員長 いいですか。ほかに。 

○永井泰仁委員 ８２ページの木質バイオマス地域循環システム形成事業で、ペレット製造等分析業務委託料で

ありますが、これは減額になってますが、委託先はどこかということですが、わかりますか。 

○森林課長 今回、ペレット製造等分析業務の委託料、当初予算で８６万４，０００円盛ったところでございま

す。これは新年度といいますか、今年度におきまして、ペレット製造上の新しい技術ですとか情報等が得られた

場合に、試作等々の研究費として８６万４，０００円を計上していたわけでございますが、結果として必要とし

なかったため、今回全額の減額をするものでございます。 

○永井泰仁委員 それで、これまで研究してきた中で、ペレット製造についての結論的な方向っていうのは、試

験結果も、本格的なのは別として、どのようなことが示されていますか。 

○森林課長 平成２７年、２８年と２カ年にわたりまして、地方創生交付金を活用しまして、ペレットの製造と

実証実験を行ってまいりました。その結果ですけれども、製材過程で発生しますおが粉は、その時々によって樹
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種が違うということで、材料にばらつきがあり、結果としてできてくるペレットも安定した品質のものが得られ

にくいという結果が出ております。ただ、実際に使用する側、ストーブの燃料として使用していただいたという

実験もありましたけれども、その使用感は上々であったということでございます。最終的にペレットの方向性と

いうことでございますが、これから発電施設が建設されるであろうという見込みという、今、段階でありまして、

まだ発電が始まるまでには２年先かかるというような中で、今まで公共施設、保育園、小学校等に導入してきま

したペレットストーブの燃料に当たる部分ぐらいは、今まで試験製造でつくる機械がありますので、それを利用

して小規模、教育目的というような形で数年続けて、最終的な判断は、もう少し先に総合的にしていくというこ

ととしております。 

○永井泰仁委員 同じ関連の中で、印刷製本費が新年度で６０万円、ここで４０万円減額をされてますが、発電

のほうがはっきりしなかったから印刷製本は使わなくて、パンフレットの作成等は延ばしたっていうことですか。

それとも、差額で４０万円の減額ですか。 

○森林課長 今年度はＦパワープロジェクトのパンフレット１，０００部と、それから小学校の５年生宛てに啓

発の小冊子を１，０００部つくりまして、その差額として今回減額計上をしているところでございます。 

○委員長 ほかに。 

○柴田博委員 ７６ページの一番上の合併処理浄化槽の関係ですけれども、結果的に今年度は設置されたことに

なるわけでしょうか。 

○下水道課長 今年度につきましては、１件の要望もございませんでした。 

○柴田博委員 ゼロっていうこと。 

○下水道課長 はい。 

○柴田博委員 はい、いいです。 

○篠原敏宏委員 予算書７８ページ、労政費の実践型地域雇用創造事業。これは５，５００万円が補正減という

ことなんですが、これは先ほど説明で国から直接概算払で支払われたので、市を経由しなかったっていう意味で

よろしいでしょうか。言ってみれば。 

○産業政策課長 今、御指摘のとおり、市を経由してございません。直接、国のほうから協議会のほうに支払わ

れておりまして、今年度の事業費の見込みでございますけれども、決算見込みでございますけれども６，３００

万円の協議会の事業になる見込みでございます。私からは以上です。 

○篠原敏宏委員 それってこの予算と事業の当初の関係からすると、市が補助事業で予定していたものが市の事

業ではなくなったっていう、途中からそうではなくなった、仕組みが変わっちゃったってことですか。 

○産業政策課長 この事業でございますけれども、これはもともと国が直接協議会に委託をする事業でございま

す。ただ、概算払がされるかどうか見込みが立たないということで市のほうで当初予算に額を計上しておいたも

のでございます。 

○篠原敏宏委員 そのことはわかりました。その件に関してもう一点。雇用創造協議会に対して３年の事業が一

区切りということだと思いますが、今後この創造協議会はこれからはどうなるのか、そしてここに確か数人スタ

ッフの皆さんがいましたよね、その人件費等にもこれはなってたはずで、非常に有能な皆さんがここに当たられ

ていたっていう私は理解をしてますが、その皆さんの今後、今回一区切りになって、いわゆる就職先としても一
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区切りになってしまったのか、そして協議会自体は法人というというか組織としては今後どうなるんですか。 

○産業政策課長 まず一点目の組織でございますけれども、ことしの６月末までの目標値を１３６人としまして、

いわゆる雇用の総数を出しておりますが、そこまでは集計をしておきますけれども、協議会自体の活動は一旦３

月をもちまして終了ということで、残りは清算事務のような形になっております。あと、協議会のスタッフ、職

員でございますけれども、１０名ございまして、今後の状況を申し上げますと、６人が再就職、１人が創業、お

二方の１人は御親族の介護というような形と、もう１人は自身で御就職先を探したいということで、今現状探し

ている状況でございます。あともうひと方は、今回の協議会の事業をもって余生を楽しみたいということで現役

は引退されると、そういう状況になっております。 

○篠原敏宏委員 ここがやってた事業そのものは、引き継がれて来年以降も続けられる事業とかっていうのは何

にも残ってないと、今回一切清算してなくなってしまうということでしょうか。人がいなくなるってことはそう

いうことかなということなんですか。 

○産業政策課長 今回２年４カ月活動してまいりまして、例えば観光分野ではモニターツアー等も実施してまい

りました。そういう事業につきましては、当然ながら観光協会であったり、ブランド観光課のほうでその成果を

引き継いで今後も継続をしていくような形をとりたいと考えております。また、ＩＣＴ分野でも幾多のシステム

を開発しましたけれども、このＩＣＴ分野の成果物につきましては、先ほど申し上げました１人創業される方が

この資産を使ってビジネスにつなげていきたいと、そういうような形で。事業は終わりますけれども、その成果

は継続しながら本市の地域活性化に生かしてまいりたいと、そのように考えております。 

○篠原敏宏委員 わかりました。そのスタッフの皆さんは、１人の方の引退を除き、何らかの再就職等決まって

いるということなんですが、塩尻市に皆さん居ついていただける、来年度以降、そういう形。塩尻市に在住して

いただける形で、次のあれが決まっているというふうに理解をしてよろしいでしょうか。 

○委員長 具体的にもうちょっと話をしていただくのは。 

○篠原敏宏委員 １０人の皆さんの今後の進路等、今お話がありました中で、塩尻市に定着して、結果住んでい

ただける、要は非常に人材としても優秀だし、塩尻市に住民としていていただきたい。そういう意味で、その皆

さんが塩尻市に、今後も仕事が変わっても定着していただける、そういうふうに理解をしてよろしいかと、そう

いうことです。 

○産業政策課長 もともと居住地で見ますと、１０人のうちちょうど半分５名が塩尻市内、５名が市外の方でご

ざいます。また今後でございますけれども、市の関連団体等に就職されてそのまま力を発揮していただく、そう

いう方もいらっしゃいますので、そういう面でも市のほうには貢献していくものと思っております。 

○篠原敏宏委員 よくわかりました。 

○委員長 ほかにございますか。 

○丸山寿子委員 ８４ページの一番下の丸のところで、広域観光の関係ですけど、木曽広域連合負担金で公共サ

インとありますが、これは内容的に何か実施はしたのか、全くしてないのか。その辺、もう少し内容を教えてく

ださい。 

○ブランド観光課長 こちらにつきましては、広域連合で設置している木曽地域の看板等の補修等をしてきてお

ります。 
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○丸山寿子委員 なので、２９年度は実施した中での事業の確定みたいなことで三角になっているわけですか。 

○ブランド観光課長 そのとおりでございます。 

○丸山寿子委員 わかりました。もう一点お願いします。８８ページなんですが、先ほど白丸の２つ目、街なみ

環境整備ですけれど、重伝建の内容に合わなくて自然エネルギーの計画、中止ということでございました。ちな

みに太陽光とかそういったものも重伝建とか合わないのか、ちょっとその辺、状況を教えてください。 

○まちづくり推進課長 一応、太陽光といった部分については、今回担当者側とは協議しておりませんので、ち

ょっとこの場でいいかいけないかということは申し上げることはできませんけれども、いずれにしましても、今

回は当初水車という形であったんですけれども、こういった部分については、街なみ環境整備事業の中としての

補助としては取れるということで当初事業化をしてたんですけれども、ただし実際の重伝建、今回は平沢のほう

が漆工町ということで取っておりますので、その部分については、やはり風景的な部分でまずいという担当者の

意見から今回中止したものでございます。 

○丸山寿子委員 あと、余り見えるところに太陽光が載っている姿を見てはないのであれですけど、表のほうは

重伝建にのっとって修復とかもされて、割と裏側のほうはある程度は住みやすい状況にできるようなことを聞い

てもいるんですけど、今のこの公園整備にそれが、そこは目立つところなんであれなんでしょうけど、その辺っ

てちょっと関連でお聞きをするわけですけど、重伝建の関係でちょっと教えていただけたらと思います。 

○土地計画担当係長 済みません。建築係石井でございます。ちょっと私がお答えするのがいいかどうかわかり

ませんが、去年の４月まで重伝建の担当をしておりましたので、ちょっとそのときのことを含めた上で、参考と

いうことでお伝えをしたいと思います。基本的に伝建地区は歴史的な風致を守るということですけれども、そう

はいっても住んでいる方の現代的な生活を担保するということも重要なことであります。ですからその折り合い

はしっかりとつけていただかなきゃいけないっていうことがあると思います。幸いにして、奈良井と平沢、２つ

の重伝建地区におきましては、今まで具体的に対応を私が知る限りでは太陽光の発電の計画等はなかったんです

けれども、今、１１０地区以上ある全国の重伝建地区の中では、やはりそういう課題が出てきているようではあ

ります。もし奈良井、平沢でそういうことがあった場合には、現代的な生活との絡みで考えていくことになろう

かと思いますけれども、いずれにしても景観的な問題もあろうかと思いますので、そこら辺との折り合いをつけ

ながら、現代的な生活が維持できるようにと考えながら、多分、市のほう、あるいは住民のほうの皆さんとも協

調しながら取り組んでいくというふうなことになろうかと思います。以上です。済みません。 

○丸山寿子委員 いいです。ありがとうございました。 

○委員長 ほかにございますか。 

○篠原敏宏委員 道路維持費の除雪対策事業、予算書の８６ページで、雪のあるなしだとか状況でうんと変わり

ますので、それはいいんですが、除雪協力助成金ってのは、これは区へ軽トラとか出していただいた、そういっ

た経費を補填する、そういう経費でよろしいでしょうか。 

○建設課長 議員おっしゃるとおり、住民の方に除雪協力をしていただいた部分の支払いということでございま

す。 

○篠原敏宏委員 そうすると、ことしの新年度の中で除雪協力助成金が１４８万３，０００円予算化をされてお

りますが、今回補正で２８０万円補正増ということは、もとがそのぐらいあって、そこに２８０万円補正増した
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っていうふうに通常見えますが、そうなると来年は明らかに足りなくなりそうな気がするんですが、これに関し

て、何か制度や中身が変わったのかどうか。 

○建設課長 現在制度等につきましては変わってございませんが、除雪費につきましては、その年、雪が降るか

どうかっていうこともわからない中で芽出しというような形で予算を盛らさせていただいております。その中で

今回１２月、つい最近でいいますと先週の土曜日ですか雪があったという中で、こういったお金、まだ必要じゃ

ないかということで、昨年並みの補正をさせていただくということで、お願いしたいと思います 

○委員長 よろしいですか。ほかにございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 私から済みません。８４ページの森林再生林業振興事業費の先ほど森林整備補助金の中で１，２８２

万２，０００円、雨氷被害のほうへ振り返るという、当初予算と方針を変えて、ここで予算を増額するというこ

とですか。その経緯と、あと雨氷被害のところを選定した理由と具体的なエリアについて説明をよろしくお願い

します。 

○森林課長 これはあくまで市が雨氷被害の森林整備を主体的にやっているわけではなくて、林業事業体、森林

組合ですとか、民間事業体が行う森林整備でございます。森林整備の補助金につきましては、前年の９月までに、

国、県の補助の関係がありまして、次年度の整備計画を提出するようになってます。その時点においては、まだ

粗い見通しの中での計画がつくられることが往々にありまして、結果、新年度に入って、森林整備をするについ

て地域の要望等々から雨氷被害林を早めに手をつけてくれというような要望に答えて、森林組合等の施業体もそ

ちらを優先するような形で変更が行われてきているということでございます。今回、具体的には、国道１５３号

線のこちらから小野に向かって左手の山が松本広域森林組合が施業してますが、北小野の区の所有林と塩尻市有

林もございますし、それから個人の所有の山もございますが、あの辺一帯を優先して整備が行われたものでござ

います。 

○委員長 ありがとうございました。粗いってことは要するに大体の計画でしかないっていうイメージでいいん

ですかね。要するに予算の虚を突き詰めるわけではないんですが、そうなると逆にいえば年度当初での変更とか

要望を受けて、比較的自由に候補の選定とかできるっていう、そういう解釈でいい。 

○森林課長 前年の９月から新年度までは半年もありますし、その当年度においてもまだ事業が半分も行われて

いない状況であります。その時点で翌年の一年分の計画を立てるということで、やはりかなり目の粗い状態での

計画にならざるを得ないというのが現状でございます。 

○委員長 ちなみに、雨氷被害、いろんな県の予算とか国の予算を使って、今、締めの整備を雨氷被害が出たと

ころはまず被害認定とそれをやっていると思うんですが、今後は雨氷被害のエリア優先でこの辺は進めていくっ

ていう考え方でいいんですかね。 

○森林課長 保安林については、県が主導で森林整備、雨氷被害林も含めたものを整備してまいります。あと、

個人あるいは市内の団体等が持っている山の雨氷被害、これについては、そこだけを優先というわけにはいきま

せんので、市内全体のバランスを見ながら、あと今後の塩尻市の森林整備の方向性をゾーニングという形で里山

整備、それから森林経営に適する山林、それから自然に任せざるを得ない部分というようなゾーニングもしなが

ら、また雨氷被害も見ながら、あるいは今所有者に対する意識アンケートをしてますが、その意向も見ながらと、
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総合的な中でどこを優先していくかってようなことは今後決めていくというふうに考えております。 

○委員長 ありがとうございました。被害エリアが、まだちょこちょこ地域を回ると、うちも被害が出たけれど

そんなに実はエリアに入ってませんというと怒られるんですが、その辺も含めて、今後丁寧に対応をお願いした

いと思います。 

それでは、ほかの委員よりよろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 それでは質疑を終結して、自由討議を割愛し、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第３２号については原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３２号については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第３７号 平成２９年度塩尻市水道事業会計補正予算（第３号） 

○委員長 議案第３７号平成２９年度塩尻市水道事業会計補正予算（第３号）を議題といたします。説明を求め

ます。 

○経営管理課長 それでは、別冊の議案３７号平成２９年度塩尻市水道事業会計補正予算（第３号）をお願いい

たします。第２条の事業の予定でございますが、それぞれ関連工事の実績に伴い、吉田地区排水施設整備事業を

６，２５０万円減額して８億３，５９５万円に、その下の排水施設整備事業を４，１００万円減額して１億７，

３７５万１，０００円に補正するものでございます。 

次に、第３条の収益的収入及び支出につきましては、収入では水道事業収益を７７万３，０００円減額して１

７億９，１４２万７，０００円に、支出では水道事業費用を２０７万３，０００円減額して１６億４，９４０万

８，０００円に補正するものでございます。 

次に、第４条の資本的収入及び支出になりますが、ページをめくっていただきまして、２ページをお願いいた

します。 

○委員長 課長、着座で構いません。 

○経営管理課長 着座で失礼させていただきます。収入では資本的収入を４４７万３，０００円増額して１０億

４，０６７万３，０００円に、支出では資本的支出を１億４８０万円減額して１６億９，２８７万９，０００円

に補正するものでございます。 

ページを戻っていただきまして、今回の補正によりまして、４条の本文中の括弧書き内に記載してあります資

本的支出の不足額に対する補填財源の内訳を補正するものでございまして、資本的収入額が資本的支出額に対し

て不足する額７億６，１４７万８，０００円を６億５，２２０万５，０００円に、同年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額４，９７４万９，０００円を４，２１３万６，０００円に、当年度分損益勘定留保金３億２，

８０２万３，０００円を２億２，６３６万３，０００円に改めるものでございます。 

続きまして、次のページをお願いします。第５条の議会の議決を経なければ流用することができない経費につ



35 

 

きましては、退職給付金引当金にかかる人件費関係の補正に伴い、職員給与費を８１７万８，０００円増額して

１億５，２８５万１，０００円にするものでございます。 

続きまして、ページ飛びまして１１ページの補正予算の説明、明細書をお願いいたします。収益的収入及び支

出の３条予算でございます。１１款水道事業収益１項営業収益１目給水収益の１，９１０万円の増額につきまし

ては、実績見込みにより水道料金を増額補正するものでございます。 

次に、その下の３目その他営業収益３節他会計負担金の４４７万３，０００円の減額につきましては、消火栓

の修繕費負担金で修繕から新設、更新への予算の組みかえでございます。３条予算の減額をして４条予算を増額

するものでございます。 

次に、その下の２項営業外収益６目長期前受金戻入の１，５４０万円の減額につきましては、実績見込みによ

り減額補正するものでございます。 

○上水道課長 着座で失礼いたします。続きまして１２ページをお願いいたします。３条の支出２１款水道事業

費用１項営業費用１目原水及び浄水費２８節の動力費２８１万７，０００円につきましては、実績見込みによる

減額補正でございます。続きまして２目排水及び給水費２２節修繕費１，６４２万５，０００円につきましては、

鉛管解消工事の実績によります１，２２２万５，０００円の減額になります。消火栓２基４２０万円の減額につ

きましては、一枚めくっていただきまして、１４ページの中段、４１款資本的支出１項建設開業費４目受託建設

費への予算組みかえによるものです。私からは以上です。 

○経営管理課長 次に、その下の５目総係費１０節退職給付引当金繰入金の８１７万８，０００円の減額につき

ましては、退職金の取り崩し額の決定に伴い、増額補正をするものです。次に、その下の６目減価償却費の４８

０万円の減額につきましては、実績見込みにより減額補正するものでございます。 

次に、その下の２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費の１５０万円の減額につきましては、借入額

の確定による減額補正をするものでございます。次に、その下の２目消費税の１，５２９万１，０００円の増額

につきましては、今回の補正などにより消費税納付額が増額となることに伴い補正するものでございます。 

次に１３ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の４条予算でございます。３１款資本的収入３項負

担金１目他会計負担金の４４７万３，０００円の増額につきましては、先ほど説明いたしました消火栓の修繕か

ら新設、更新への予算の組みかえによる負担金の増額補正をするものでございます。私のほうからは以上です。 

○上水道課長 それでは１４ページをお願いいたします。１項建設改良費２目排水施設費２６節工事請負費であ

りますけれども、排水管改良工事及び吉田地区排水施設整備事業の総排水管工事等の実績による減額４，７５０

万円です。３目浄水施設費２６節工事請負費をお願いいたします。これにつきましては、吉田地区排水施設整備

事業の配水池にかかわる工事の実績見込みによる５，５００万円の減額になります。また、その下の３１節補償

費１００万円の減額につきましては、同じく吉田地区排水施設整備事業の電柱等の移設費を見込んでおりました

けれども、実際支障になる物件がございませんでしたので減額をお願いするものです。その下の２６節工事請負

費につきましては、先ほど御説明申し上げましたとおり４２０万円の予算組みかえになります。以上です。 

○経営管理課長 次にその下の２項企業債償還金の５５０万円の減額につきましては、借入金の確定による企業

債元金償還金を増額補正するものでございます。 

続きまして、ページ戻りまして、８ページをお願いします。塩尻市水道事業の予定損益計算書になります。今
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回の補正によりまして、営業収益は給水収益の水道料金の増額により合計１４億５，０９３万５，０００円に、

２の営業費用では原水及び浄水費で動力の減額、それから排水及び給水費の修繕費の減額、それから総係費が退

職給付金の増額、それから減価償却費の減額により合計１４億５，４１９万７，０００円になります。ただいま

の営業収益から営業費用を差し引いたその下の営業損益は２，７６５万１，０００円減の３２６万２，０００円

となります。３の営業外収益では長期前受金の戻入の減額に、４の営業外費用では支払利息及び企業債取扱諸費

が利息の減額などにより、先ほどの営業損失に３の営業外収益を加え、４の営業外費用を差し引いた中ほどの経

常利益は１，４０８万２，０００円の増額の１億２８５万８，０００円となります。また、この経常利益に５の

特別利益を加え、６の特別損失を差し引いた、下から４行目の当年度純利益は１億２５８万１，０００円となる

ものでございます。最終的に一番下の当年度未処理利益剰余金は１，４０８万２，０００円増額の２億５，５７

４万４，０００円を予定するものでございます。説明の方は以上でございます。御審議のほうよろしくお願いし

ます。 

○委員長 それでは質疑を行います。委員より御質問、御意見ございますか。 

○篠原敏宏委員 予算書１２ページの修繕費、鉛管解消工事１，２００万円補正減ですが、今、市内で鉛管はど

のくらい残っているのでしょうか。 

○上水道課長 鉛管解消事業につきましては、１５年度から計画的に行ってきておりまして、予定で８，６００

件を予定しております。それで今年度で計画の部分につきましては終了ということで。ただし、面的に残ってま

すものについてはこちらで承知しておるものですから整備しておりますけれども、場合によりますと点在してい

る部分、これにつきましてはまだちょっと不確定といいますか、わからない部分がありますのでその分につきま

しては、またその都度出てきたときに修理をしていくってことで、一応の事業はことし８，６００件の予定で終

わりということです。 

○篠原敏宏委員 市内にはもうほぼ鉛管はないという認識でいていいっていうことでしょうか。 

○上水道課長 私のほうで承知してます、先ほどもお話ししましたが、面的なものについてはもうないというこ

とです。 

○篠原敏宏委員 はい、了解しました。 

○委員長 ほかによろしいでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 それでは質疑を終結し、自由討議を割愛して、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第３７号については原案のとおり認めることについて御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３７号については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

それでは１０分間休憩をいたします。 

午後２時０５ 分休憩 

―――――――――― 
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午後２時１２分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。引き続き審査を行います。 

────────────────────────────────── 

議案第３８号 平成２９年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第３号） 

○委員長 議案第３８号平成２９年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第３号）を議題といたします。説明を求

めます。着座で大丈夫です。 

○経営管理課長 着座で失礼させていただきます。別冊の議案第３８号平成２９年度塩尻市下水道事業会計補正

予算（第３号）をお願いいたします。第２条の業務量の予定でございますが、国庫補助金の変更内示に伴い事業

の変更をするものでございまして、塩尻市浄化センター第１期長寿命化事業を１５１万４，０００円減額して３

億８，６２８万６，０００円に、下水道長寿命化事業を６００万円増額して４，７７０万円に補正するものでご

ざいます。 

次に第３条の収益的収入及び支出の補正につきましては、収入では下水道事業収益を２，５８７万４，０００

円増額して２７億９，６５５万円に、支出では下水道事業費用を４，８４８万３，０００円減額して２６億２２

８万９，０００円に補正するものでございます。 

第４条の資本的収入及び支出になりますが、ページをおめくりいただきまして、２ページをお願いします。収

入では資本的収入を１，７６０万円増額して１４億６，１７５万５，０００円に、支出では３，９５３万６，０

００円増額して２４億２，３９４万４，０００円補正するものでございます。補正財源については、１ページの

ほうに書いてありますので、ごらんいただきたいと思います。 

続きまして、第５条の関係ですが、議会の議決を得なければ流用することができない経費につきましては、退

職給付金引当金にかかる人件費の補正に伴い、職員給与費を１４４万５，０００円増額して９，５２２万円とす

るものでございます。 

続きまして、ページ飛びまして、１１ページの補正予算の説明明細書をお願いいたします。１目の下水道使用

料３，７８０万円の増額につきましては、実績見込みによる下水道使用料を補正するものでございます。その下

のその他営業収益につきましては、４６万６，０００円減額して、農業集落排水事業にかかる脱水ケーキ処理委

託料の負担金で、実績見込みにより減額補正をするものでございます。 

次に、その下の５目長期前受金戻入の１，１４６万円の減額につきましては、実績見込みにより補正減するも

のでございます。私のほうは以上でございます。 

○下水道課長 着座にて失礼いたします。それでは、１２ページをお願いいたします。３条の支出になります。

２目浄化センター費につきましては、事業費の確定及び今後の実績見込みによりまして、２，３６６万４，００

０円を減額するものでございます。私からは以上でございます。 

○経営管理課長 次に、その下の１０節退職給付金引当金繰入金の１４４万５，０００円の増額につきましては、

退職金の取り崩し額の決定に伴い、増額補正するものでございます。 

次に、その下の１０目減価償却費の２，３００万円の減額につきましては、実績見込みによる減額補正をする

ものでございます。 

次に、その下の１目支払利息及び企業債取扱諸費１節企業債利息で５００万円の減額につきましては、借入金
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の確定による減額補正をするものでございます。 

次に、その下の３目の消費税につきましては、２９８万６，０００円の増額ですが、今回の補正により消費税

納付額が増額になることに伴い補正するものでございます。私のほうは以上です。 

○下水道課長 １４ページをお願いいたします。４条の施設になります。２６工事請負費６００万円の増額につ

きましては、国の増額内示に伴う事業内容の変更によるものです。 

次に２０委託料３，３５８万６，０００円が増額でございますが、一番上の黒ポツ、塩尻市浄化センター第１

期長寿命化事業、長寿命化工事委託料９０万円と、電気試験委託料６１万４，０００円の減額につきましては、

事業の確定によるものでございます。その下の黒ポツ、下水道ストックマネジメント計画事業基礎詳細調査委託

料３，５１０万円につきましては、国の増額内示による増額でございまして、処理場施設全体の今後の老朽化の

進捗状況を考慮し、優先順位づけを行うものでございます。主な調査内容につきましては、標準耐用年数を経過

した機械設備、電気設備等について点検、劣化状況や処理機能への影響等について調査を行い、中長期の修繕、

改築計画を策定するものでございます。私からは以上でございます。 

○経営管理課長 次に、１３ページをお願いいたします。２目の国庫補助金の１，７６０万円の増額につきまし

ては、国庫補助金の内示額の変更に伴い補正をするものでございます。 

続きまして、ページを戻りまして、８ページをお願いいたします。予定損益計算書になりますけれども、今回

の補正によりまして営業収益、それから２の営業費用、それから３の営業外収益等を差し引きまして、最後にそ

のページの一番下から４行目になりますけれども、当年度純利益になりますが、７，２７３万２，０００円増額

の１億６，３１０万６，０００円となるものでございます。最終的に一番下の当年度未収額の利益剰余金は３億

２，７６５万９，０００円を予定するものでございます。説明のほうは以上でございます。御審議のほうよろし

くお願いいたします。 

○委員長 それでは質疑を行います。委員より御質問、御意見ありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 よろしいですかね。ないので、自由討議を割愛して、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第３８号については原案のとおり認めることについて御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３８号については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第３９号 平成２９年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

○委員長 議案第３９号平成２９年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

○経営管理課長 それでは、別冊の議案３９号の塩尻市農業集落排水事業の会計補正予算（第２号）をお願いい

たします。第２条の収益的収入及び支出の補正につきましては、収入では農業集落排水事業収益を１１５万８，

０００円増額して４億３，１９６万６，０００円に、支出では農業集落排水事業費用を５０万２，０００円増額
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して３億８，７７６万４，０００円に補正するものでございます。 

次に、第３条の資本的収入及び支出の補正になりますけれども、収入では資本的収入を１２１万６，０００円

減額して７，３６９万円に、支出では資本的支出を１５０万円減額して２億１，４７８万６，０００円にするも

のでございます。 

次に、予算第３条の部分ですけれども、補填の内訳を補正するものでございますが、記載のとおりでございま

すので、ごらんいただきたいと思います。 

続きまして、９ページの補正予算の明細書をお願いいたします。５目の長期前受金戻入の１１５万８，０００

円の増額でございますが、実績見込みによる減額補正をするものでございます。 

次に、１０ページをお願いします。２目の浄化センター費の８２万２，０００円の減額、その下の８目の減価

償却費の１２万４，０００円の増額、それから下の９目の資産減耗費の１０８万円の増額につきましては、いず

れも実績見込みにより補正するものでございます。 

続きまして、その下になりますが、３目の消費税の１２万円の増額につきましては、今回の補正により消費税

納付額が増額となることに伴い補正するものでございます。 

次に、１１ページをお願いいたします。３目の受益者負担金の１２１万６，０００円の減額、それから次のペ

ージの１目農業集落排水事業環境施設費の１５０万円の減額につきましては、いずれも実績見込みによる減額補

正をするものでございます。 

続きまして、ページ戻りまして、６ページをお願いいたします。予定損益計算書になりますけれども、今回の

補正により営業収益、費用、それから営業外収益、営業外費用等差し引きをしまして、下から４行目の当年度純

利益でございますが、６５万７，０００円増の４，５５７万３，０００円となります。最終的に一番下の当年度

未処理利益剰余金ですが、９，４０１万８．０００円を予定するものでございます。説明のほうは以上でござい

ます。 

○委員長 それでは質疑を行います。委員より御質問、御意見ございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 よろしいでしょうか。それでは質疑を終了し、自由討議を割愛して、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第３９号については原案のとおり認めることについて御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３９号については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

一応、本委員会に付託されたものについては、以上で全ての審査を終了いたします。なお、当委員会の審査結

果報告及び委員長報告の案文につきましては、委員長に御一任願いたいが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、そのようにいたします。 

ちょっと前後して済みません。全体を通じて委員より資料等の配布で何か、よろしいですか、特に申し入れ等

は行わなくていいですかね。 
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○委員長 それでは、行政側から何かあれば。 

────────────────────────────────── 

議会閉会中の継続審査の申し出 

○産業振興事業部長 議会閉会中の継続審査についてのお願いでございます。当委員会所管の各事業部、それぞ

れ大きな課題をたくさん抱えてございます。したがいまして、閉会中におきましても協議会等をお願いする場合

もございますので、何とぞよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○委員長 ただいまの継続審査につきまして申し出がありましたが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、そのように議長に申し出をいたします。 

理事者から挨拶があればお願いいたします。 

────────────────────────────────── 

理事者挨拶 

○副市長 ２日間にわたりまして、大変活発に御審査をいただきまして、御提案を申し上げました全ての議案に

対して御了承をいただきました。御審査の中でいただきました御意見、御要望等につきましては、これからの行

政運営の中に生かしてまいりたいというふうに思っております。大変ありがとうございました。 

○委員長 以上をもちまして、３月定例会産業建設委員会を閉会といたします。ありがとうございました。 

午後２時２５ 分閉会 

 

 

 

 

平成３０年３月１３日（火） 

委員会条例第２９条の規定に基づき、次のとおり署名する。 
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